
資料１　別表

1 地域で子育て家庭を支援するまちづくり

(1)　情報提供・相談体制の充実

年度目標 実績・到達状況 事業評価 達成度 年度目標 実績・到達状況 事業評価 達成度

1 1
こども家庭相談室
の充実

子育て支援に関する相談の総合的な
窓口機関。
引き続き、関係部局や保育園、子育
て支援センター等との連携を図り、
子育てに関する相談及び助言、積極
的な情報提供を行い、こども家庭相
談室に気軽に相談できる体制をつく
る。

保健福祉部
子育て支援課
（こども家庭

相談室）

・引き続き、相談窓口とし
ての周知に努めるととも
に、専門職の確保等体制の
充実を図る。
・今後も相談室と関係機関
との連携を図っていく。

Ｈ30　・新規相談
357件
　　　・延べ相談件数
1,457件
・各種健診会場や子育て支援
センター等へ出向き、来場者
へ相談窓口の周知を行った。
・関係機関等と連携して適切
な支援を行った。

専門職（社会福祉士）の配置に
より関係機関との連携が深まる
とともに相談者にとって、より
相談しやすい窓口となった。

Ａ

・相談窓口としての周知に
努めるとともに、専門職の
確保等体制の充実を図る。
・今後も相談室と関係機関
との連携を図っていく。

・新規相談　　　　 314件
・延べ相談件数　 1,452件
・各種健診会場や子育て支援
センター等へ出向き、来場者
へ相談窓口の周知を行った。
・関係機関等と連携して適切
な支援を行った。

社会福祉士や保健師などの専
門職が継続して配置され、家
庭相談員により、安定して相
談しやすい窓口が維持できて
おり、関係機関との連携も図
れた。 Ａ

2 2
子育て支援関連
ホームページの
運営

各種子育て支援サービスが利用者に
十分に周知されるよう、保育園や幼
稚園、医療関係の情報や、子育て支
援施策・事業、各種助成制度の紹介
など、ホームページを活用して情報
提供を行う。
関係各課が連携を図り、利用しやす
い構成にするとともに、最新情報の
提供に努める。
［君津市ホームページ］
http://www.city.kimitsu.lg.jp/
子育てに関する様々な情報を関係各
課、団体と連携し情報提供を行う。

保健福祉部
子育て支援課

引き続き、こども家庭相談
室における相談や情報提供
業務、子育て通信の更新・
配布、インターネット等に
よる情報提供を行う。

子育て支援に特化したサブサ
イトに、こども家庭相談室に
おける相談や、新規事業及び
サービス内容の変更につい
て、ホームページを活用し情
報提供を毎月行った。

こども家庭相談室における相談
や情報提供業務、子育て通信の
更新・配布、インターネット等
による情報提供を行うことがで
きた。また、君津市のHP掲載内
容が、千葉県の子育てアプリへ
も配信できるようになったた
め、周知方法の幅が広がった。 Ａ

引き続き、こども家庭相談
室における相談や情報提供
業務、子育て通信の更新・
配布、インターネット等に
よる情報提供を行う。

子育て支援に特化したサブサ
イトに、こども家庭相談室に
おける相談や、新規事業及び
サービス内容の変更につい
て、ホームページを活用し情
報提供を毎月行った。

こども家庭相談室における相
談や情報提供業務、子育て通
信の更新・配布、インター
ネット等による情報提供を行
うことができた。

Ａ

3 3
育児相談体制の
充実

子育て支援課及びこども家庭相談室
だけでなく、地域子育て支援セン
ターや保育園・幼稚園での育児相談
の実施を継続し、地域での身近な相
談窓口機能の充実を図り、子育てに
関する様々な悩みの解消のため、相
談や助言を行う。

保健福祉部
子育て支援課
（こども家庭

相談室）

・保育園・幼稚園との情報
共有の場の充実
・子育て支援センター相談
事業の継続と事業周知に努
める。

各関係機関と情報共有をおこ
ない、連携を図った。子育て
支援センターでの相談事業を
月1回継続的に実施し、育児
相談体制の充実を図った。

各関係機関と情報共有をおこな
い、支援が必要な家庭において
は早期の関わりを持つことがで
きた。 Ａ

・各関係機関との情報共有
の場の充実
・子育て支援センター相談
事業の継続と事業周知に努
める。

各関係機関と情報共有を行
い、連携を図った。子育て支
援センターでの相談事業を月1
回継続的に実施し、育児相談
体制の充実を図った。

関係機関と情報共有を行い、
支援が必要な家庭において
は、早期の関わりを持つこと
ができた。 Ａ

4 4 子育て情報の提供

妊娠・出産から小中学校までの子育
てに関する情報やアドバイス、子育
て中の親子を対象とした事業などを
紹介する冊子として「子育て情報
誌」を発行する。より見やすく、分
かりやすい冊子とするため、隔年で
掲載内容を見直しするなど内容の充
実を図る。
各種相談窓口の案内や、定期健康診
査の日程、保育園・幼稚園などの行
事予定や、公民館・図書館活動など
の子育てに関するさまざまな情報を
紹介する「子育て通信」を毎月発行
する。

保健福祉部
子育て支援課

引き続き様々な情報媒体を
用いて、子育てに関する充
実した情報提供を行う。
また、関係各課や関係機関
と連携を図り、子育てに関
する最新の情報発信に努め
る。

・子育てに関する情報をホー
ムページ、子育て支援に特化
したサイト、情報誌、スマホ
アプリ等、様々な媒体を用い
て情報発信するよう努めた。
スマホアプリ登録者数も年々
増加している。
・登録者数（Ｈ31.3.31現
在）272人

ホームページだけでなく、子育
て支援サイトからも情報発信し
た。
関係各課や関係機関と連携を図
り、子育て情報誌の改訂や、ア
プリの活用などをとおして、子
育てに関する最新の情報の提供
ができた。 Ａ

引き続き様々な情報媒体を
用いて、子育てに関する充
実した情報提供を行う。
また、関係各課や関係機関
と連携を図り、子育てに関
する最新の情報発信に努め
る。

・子育てに関する情報をホー
ムページ、子育て支援に特化
したサイト、情報誌、スマホ
アプリ等、様々な媒体を用い
て情報発信するよう努めた。
スマホアプリ登録者数も年々
増加している。

ホームページだけでなく、子
育て支援サイトからも情報発
信した。
関係各課や関係機関と連携を
図り、子育て情報誌の改訂
や、アプリの活用などをとお
して、子育てに関する最新の
情報の提供ができた。 Ａ

(2)　教育・保育サービスの充実

5 5
施設型給付による
サービス提供
（認定こども園）

就学前の子どもに教育と保育を一体
的に提供する施設。私立幼稚園等関
係機関と連携し、導入について調
査・研究・検討する。

保健福祉部
子育て支援課

教育部と連携をはかりなが
ら、公設の認定こども園開
園導入について検討する。

総合教育会議を実施、カリ
キュラム検討委員会を年５回
行った。

カリキュラム検討委員会に教育
部の委員を入れ、総合教育会議
等により教育部と連携を図りな
がら検討することができた。

Ａ

条例や規則の制定およびカ
リキュラムの決定を教育部
と連携を図りながら進め
る。

人見こども園開園に向け、条
例や規則の制定及びカリキュ
ラムの決定を行った。

教育部の職員を保健福祉部に
併任し、連携を図った。

Ａ

6 6
施設型給付による
サービス提供
（幼稚園）

幼児期のふさわしい生活・遊びを通
して『生きる力』の基礎を育てる保
育の充実に努め、家庭や地域と十分
連携し、幼稚園としての機能を生か
した子育て支援の充実に努める。

教育部
学校教育課

市内私立幼稚園から新制度
への移行希望がある場合
は、円滑な手続きを実施す
る。

私立幼稚園から新制度への移
行希望はなかった。

来年度以降も引き続き事業調査
を行い、移行を検討している事
業者に対しては、移行に向けた
助言等を実施し、円滑な手続き
を実施したい。

Ａ

市内私立幼稚園から新制度
への移行希望がある場合
は、円滑な手続きを実施す
る。

市内の未移行幼稚園からの新
制度移行希望はなかった。

次年度以降も引き続き未移行
幼稚園の新制度移行への希望
を把握し、円滑な移行に向け
た事業者への助言等を行って
いくが、園希望がないことか
ら計画への事業掲載は廃止と
したい。

Ａ

君津市子ども・子育て支援計画進捗状況
（平成２７年度～令和元年度） 【達成度】

　Ａ…予定通り実施（100％）
　Ｂ…概ね予定通り実施（80％～100％未満）
　Ｃ…予定の半分程度実施（50％～80％未満）
　Ｄ…その他（50％未満）

№ 担当部署
計画
No

事業名等
令和元年度

事業内容及び今後の取組方針
平成３０年度
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年度目標 実績・到達状況 事業評価 達成度 年度目標 実績・到達状況 事業評価 達成度
№ 担当部署

計画
No

事業名等
令和元年度

事業内容及び今後の取組方針
平成３０年度

7 7
施設型給付による
サービス提供
（保育園）

保護者の労働または疾病等により、
保育を必要とする場合に、保護者に
代わり保育園での保育を行う。
保育サービスを充実させるため、施
設や保育士の配置等の整備を行い、
保育ニーズに対応する。

保健福祉部
子育て支援課

需要の多い市街地の保育園
において、保育士を適切に
配置し、受け入れ人数の増
加を図る。

市街地の保育園において、希
望順位に沿った入園を実現し
たが、受け入れ人数の増加を
図ることができなかった。
平成30年度在園児数
1,019人
平成31年度在園児数
992人
（各年度4月1日時点）

待機児童が昨年よりも多く、保
育のニーズに対応することがで
きなかった。

Ｃ

需要の多い市街地の保育園
において、保育士を適切に
配置し、受け入れ人数の増
加を図る。

保育士の配置を適切に行い、
市街地の保育園において、希
望順位に沿った入園を実現し
たが、受け入れ人数の増加を
図ることができなかった。
平成30年度在園児数　851人
平成31年度在園児数　840人
（各年度4月1日時点　君津地
区）

待機児童が昨年よりも多く、
保育のニーズに応えることが
できなかった。しかし、令和
元年度中に民間認可保育園誘
致を実施し、令和２年度中に
開園する予定であるため、次
年度以降の受入れ人数は増加
する予定である。

Ｃ

8 8
保育園施設
整備事業

園舎、遊具等の年次的な維持管理補
修を行い保育環境の改善、園児の安
全確保を図る。また、老朽化が進ん
でいるあけぼの保育園及び亀山保育
園の統合・建替えを実施する。
多様化する保育ニーズに対応するた
め、民間活力の導入等を検討する。

保健福祉部
子育て支援課

・君津地区の民営化対象園
のうち整備の優先度の高い
保育園について、保護者や
地域の要望を伺いながら、
個別の整備計画の策定を進
める
・民営化対象園の整備を進
めるため、貞元学校用地を
活用した保育園の設計業務
に着手する。
・小糸地区の保育園につい
て、統合に向けた保護者・
地区説明会を開催する
・認定こども園への移行に
向けた準備を進める

宮下保育園の民営化に伴い、
宮下どろんこ保育園が平成３
０年４月に開園したほか、待
機児童の解消を図るため、小
規模保育園及び認可保育園の
公募を実施したところ、小規
模保育園については、サンラ
イズキッズ保育園君津園が認
可され、認可保育園について
は、３事業者を整備運営事業
者として決定した。
また、子育て支援課内に認定
こども園準備室を新たに設置
し、人見保育園の認定こども
園への移行に向けた準備を進
めた。

民間保育施設の誘致を行うこと
で、新たに民間活力の導入を図
ることができた。
一方で、貞元地先の旧学校用地
での保育園整備や、小糸地区保
育園の整備計画など、各保育園
の個別の整備計画の策定を進め
ることができなかった。

Ｂ

公立保育園と民間保育園の
バランスのとれた施設整備
を推進するため、保育環境
整備の全体像を示し、民営
化及び（仮称）貞元保育園
の整備を含めた各保育園の
整備方針を決定する。
令和２年４月開園予定の民
間認可保育園について、開
園に支障をきたすことがな
いよう、整備運営事業者と
の協議を重ね、進捗状況を
確認していく。

令和２年２月に、保育環境整
備の全体像を示し、（仮称）
貞元保育園の整備を含めた各
保育園の整備方針を決定し
た。
また、令和２年４月開園予定
の民間認可保育園について、
整備運営事業者との協議を重
ね、２園については予定どお
り３月中に認可を取得し、４
月開園の準備を整えたが、１
園は台風等の影響により、工
事の完了が延びたため、令和
元年度中に認可を取得するこ
とができなかった。
なお、入園予定者への対応策
として、同法人による小規模
保育園の整備を実施し、認可
を行った。

保育環境整備の全体像を示し
たことで今後の方向性を明確
にし、具体的な整備方針を示
す君津市保育環境整備計画を
策定するための下地を整え
た。
民間認可保育園については、
想定外の災害等により、１園
の開園が遅れてしまったが、
対応策として、小規模保育園
を開園することにより、保護
者等への影響を最小限に抑え
た。

Ｂ

9 9
民間保育園の
運営支援

延長保育や産休明け保育等の特別な
保育事業や、施設の改築・増築等に
ついて、支援する。
また、連携を強化し情報の共有や保
育のあり方について協議し、子育て
支援の充実を図る。

保健福祉部
子育て支援課

引き続き、民間保育園の運
営補助を行い、施設の保育
環境をサポートする。

民間保育園（君津保育園、宮
下どろんこ保育園）
延べ児童数　1,876人
３歳児クラスの職員加配等に
関する給付費の支援及び予備
保育士設置のための補助を行
い運営支援を行った。

運営支援の補助を行い、民間保
育園の保育環境の充実を図っ
た。

Ａ

引き続き、民間保育園の運
営補助を行い、施設の保育
環境をサポートする。

民間保育園（君津保育園、宮
下どろんこ保育園）
延べ児童数人：君津保育園：
949人、宮下どろんこ保育園：
1074人
３歳児クラスの職員加配等に
関する給付費の支援及び予備
保育士配置、１歳児加配等の
補助を行い運営支援を行っ
た。

運営支援の補助を行い、民間
保育園の保育環境の充実を
図った。

Ａ

10 10

地域型保育事業に
よるサービス提供
家庭的保育事業
（保育ママ）

主に３歳未満の保育を必要とする乳
幼児について、家庭的な雰囲気のも
とで、少人数（定員５人以下）を対
象にきめ細やかな保育を行う。ま
た、計画期間内において、家庭的保
育を導入する。

保健福祉部
子育て支援課

家庭的保育事業開設に向
け、事業者相談を行う。

平成30年度に開設した施設は
なかった。

平成30年度は新規参入となる施
設がなかったが、来年度以降も
引き続き事業調査を行い、新規
参入を検討している事業者に対
しては、事業開設に向けた助言
等を実施し、子ども一人一人の
状態に応じた適切な教育・保育
の機会の拡大を図る。

Ａ

家庭的保育事業開設に向
け、事業者相談を行う。

令和元年度に事業者からの問
い合わせはなく、開設した施
設はなかった。

令和元年度は新規参入となる
施設がなかったが、来年度以
降も引き続き新規参入を検討
している事業者に対しては、
事業開設に向けた助言等を実
施し、子ども一人一人の状態
に応じた適切な教育・保育の
機会の拡大を図る。

Ａ

11 11
地域型保育事業に
よるサービス提供
（事業所内保育）

会社の事業所の保育施設などで、従
業員の子どもと地域の子どもを一緒
に保育する。
企業と連携を図り、導入について検
討していく。

保健福祉部
子育て支援課

引き続き、事業所内保育事
業開設に向け、事業者相談
を行う。

平成30年度に開設した施設は
なかった。

平成30年度は新規参入となる施
設がなかったが、来年度以降も
引き続き事業調査を行い、新規
参入を検討している事業者に対
しては、事業開設に向けた助言
等を実施し、子ども一人一人の
状態に応じた適切な教育・保育
の機会の拡大を図る。

Ａ

事業者内保育開設に向け、
事業者相談を行う。

令和元年度に事業者から１件
の問い合わせがあったが、事
業者が企業主導型保育事業
（認可外保育）を選択したた
め、開設した施設はなかっ
た。

令和元年度は新規参入となる
施設がなかったが、来年度以
降も引き続き新規参入を検討
している事業者に対しては、
事業開設に向けた助言等を実
施し、子ども一人一人の状態
に応じた適切な教育・保育の
機会の拡大を図る。

Ａ

12 12
地域型保育事業に
よるサービス提供
（小規模保育）

少人数（定員６～１９人）を対象
に、家庭的保育に近い雰囲気のも
と、きめ細やかな保育を行う。

保健福祉部
子育て支援課

公募による、小規模保育事
業開設に向け、事業者相談
を行う。

公募を実施し、整備運営事業
者を選定した。
また、国庫補助金の交付及び
認可手続きを行った。

当初の予定どおりの公募を実施
し、事業者を選定した。
事業所と協議を行い、認可をす
ることができた。
整備運営事業者に国庫補助金を
交付することで、より効果的な
改修工事が実施され、整備が完
了し、平成３１年４月１日の開
園に向け準備が整った。

Ａ

保育需要及び連携施設を勘
案しながら、小規模保育事
業の公募を検討する。

事業者から自費整備による小
規模保育園開設の申し出があ
り、認可手続きを実施し、令
和２年４月開園に向け準備が
整った。

令和２年４月開園予定の認可
保育園が台風等の影響によ
り、工事の完了が延びたた
め、令和元年度中に認可を取
得することができなかった。
その対応策として事業者から
自費整備による小規模保育園
の開設の申し出があり、認可
を行い保護者等への影響を最
小限に抑えた。

Ａ
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13 13

地域型保育事業に
よるサービス提供
（居宅訪問型保
育）

障害・疾患などで個別のケアが必要
な場合や、施設が無くなった地域で
保育を維持する必要がある場合など
に、保護者の自宅で１対1で保育を行
う。

保健福祉部
子育て支援課

必要に応じ、居宅訪問型事
業開設に向けた、事業者相
談を行う。

平成30年度に開設した施設は
なかった。

平成30年度は新規参入となる施
設がなかったが、来年度以降も
引き続き事業調査を行い、新規
参入を検討している事業者に対
しては、事業開設に向けた助言
等を実施し、子ども一人一人の
状態に応じた適切な教育・保育
の機会の拡大を図る。

Ａ

必要に応じ、居宅訪問型事
業開設に向けた、事業者相
談を行う。

令和元年度に事業者からの問
い合わせはなく、事業の開始
はなかった。

令和元年度は新規参入となる
事業者はいなかったが、来年
度以降も引き続き新規参入を
検討している事業者に対して
は、事業開設に向けた助言等
を実施し、子ども一人一人の
状態に応じた適切な教育・保
育の機会の拡大を図る。

Ａ

(3)　子育て支援事業の充実

14 14
時間外保育事業
（延長保育）

保護者の就労形態や家庭の事情等に
より、標準の保育時間（７時～１８
時まで）を超えて保育を必要とする
子どもについて、平日７時から１９
時（１園のみ２０時）までの１２時
間保育を実施している。また、現在
５園で土曜延長保育を実施してい
る。利用ニーズが高いことから、事
業の継続及び拡大を検討する。

保健福祉部
子育て支援課

引き続き、保護者の就労形
態や家庭事情等を考慮した
時間外保育の受け入れがで
きるよう努めていく。

Ｈ29年度時間外保育料調定額
4,242,500円
（前年度比-363,250円）

昨年度と比べ、時間外保育料調
定額は下がっているが、ニーズ
として高いため、今後も土曜保
育のあり方について調査、検討
していく必要がある。

Ａ

引き続き、保護者の就労形
態や家庭事情等を考慮した
時間外保育の受け入れがで
きるよう努めていく。

令和元年度時間外保育料調定
額
4,552,250円
（前年度比＋309,750円）

昨年度と比べ、時間外保育料
調定額は上がっている。ニー
ズとして高いため、今後も土
曜保育のあり方について調
査、検討していく必要があ
る。 Ａ

15 15
一時預かり保育
事業

保護者の断続的・短時間就労や傷
病、冠婚葬祭、育児疲れの解消等の
通常保育では対象とならない場合
に、保育園で一時的に保育を行う。
現在、公立２か所で実施しており、
利用ニーズが高いことから、計画期
間中に実施園を１か所増設する。

保健福祉部
子育て支援課

保護者が気軽に利用できる
ように積極的に事業の周知
を行うと共に、利用しやす
い環境整備に努める。

中保育園、人見保育園、かず
さあけぼの保育園の３か所で
実施。
利用人数実績
人見保育園　延べ874人
中保育園　　延べ559人
かずさあけぼの保育園　延べ
406人

平成29年度と比べると3園で、
利用者数が減少しているが、一
定以上の利用者数があった。
今後も周知を行い、利用ニーズ
に応えられるよう対応していく
必要がある。

Ａ

保護者が気軽に利用できる
ように積極的に事業の周知
を行うと共に、利用しやす
い環境整備に努める。

人見保育園、中保育園、かず
さあけぼの保育園、宮下どろ
んこ保育園の４箇所で実施。
人見　延べ1,167人
中　延べ559人
かずさあけぼの　延べ623人
宮下どろんこ　延べ75人

平成30年度に比べ、利用者数
は一定数以上利用があった。
今後も周知を行い、利用ニー
ズに応えられるよう検討して
いく必要がある。 Ａ

16 16 休日保育事業

日曜日・祝日に保育を行う事業。
平成２５年度に実施したニーズ調査
において、３％のニーズであったた
め、子育てのあり方、雇用形態の多
様化を踏まえて、休日保育に対応す
る保育園の開園を検討する。 保健福祉部

子育て支援課

保育園在園児の保護者だけ
ではなく、子育て支援セン
ター等の利用者にアンケー
トを行い、休日保育実施に
ついて検討する。

30年度もアンケートは実施し
なかったが、過去のアンケー
ト結果を踏まえ、今後も引き
続き休日保育実施についての
検討をしていく必要がある。

30年度もアンケートは実施しな
かったが、過去のアンケート結
果を踏まえると、あまりニーズ
は高くないが、今後も引き続き
休日保育実施についての検討を
していく必要がある。
また、対象者を保育園の保護者
だけではなく、子育て支援セン
ター利用者、３歳児健診等の保
護者などにも行うように検討し
ていく。

Ｂ

保育園在園児の保護者だけ
ではなく、子育て支援セン
ター等の利用者にアンケー
トを行い、休日保育実施に
ついて検討する。

アンケートは実施しなかった
が、過去のアンケート結果を
踏まえ、今後も引き続き休日
保育実施についての検討をし
ていく必要がある。

過去のアンケート結果を踏ま
えると、あまりニーズは高く
ないが、今後も引き続き休日
保育実施について検討してい
く必要がある。

Ｂ

17 17
病児・病後児保育
事業

保育園や幼稚園、小学校に通う子ど
もが病気の回復期にあり、保育園等
に預けることができない場合で、保
護者の勤務の都合、傷病、出産など
の理由により家庭での育児が困難な
場合に、専用施設で一時的に保育を
することにより、仕事と子育ての両
立を支援する。
現在、病後児対応型１か所を実施
（平成27年1月）しており、今後も事
業の周知を図るとともに、ニーズに
応じた提供体制の整備を推進する。

保健福祉部
子育て支援課

平成28年度より利用者数が
減少しているため、保護者
が利用しやすいように事業
の周知に努める。

・平成30年度利用者数：158
人
・施設作成のほけんだよりの
配布（保育園）

平成30年度利用者数は112人
で、月平均利用者数は13.2人で
ある。平成29年度のひと月あた
りの利用者数は9.3人だったの
で、前年度と比較するとやや増
加した。利用者へのアンケート
結果では利用の満足度が高いた
め、引き続き事業の周知を継続
する。

Ａ

平成30年度より利用者数が
やや増加したが、保護者が
利用しやすいように事業の
周知に努める。

・令和元年度利用者数：167人
・施設作成のほけんだよりの
配布（保育園）

令和元年度利用者数は167人
で、月平均利用者数は13.9人
と増加している。利用者への
アンケートを実施してニーズ
を探り、引き続き事業の周知
を継続する。

Ａ

18 18
ファミリー・
サポート・
センター事業

子どもを預かってほしい会員に対
し、育児を応援したい会員を紹介
し、会員相互の援助活動を支援す
る。
保育園・放課後児童クラブ等の開始
前や終了後、冠婚葬祭、リフレッ
シュなど、仕事と子育ての両立や育
児疲れの解消等と地域コミュニティ
の向上を図る。
会員数の拡大に向けた啓発活動や、
より利用しやすい体制整備を行う。

保健福祉部
子育て支援課
（こども家庭

相談室）

登録会員数250名
事業啓発を継続し会員確保
に取り組む他、講習会の内
容を見直し、会員がより利
用・活動しやすい事業を目
指す。

登録会員数275名（H31.3月
末）
・協力会員 55名
・利用会員198名
・両方会員 22名

事業啓発を継続的に行い、会員
数の拡大を図った。講習会の一
部を公開講座として実施し、会
員以外への周知も行った。協力
会員数は現状維持であったが、
利用会員数は1.2倍に増加し
た。 Ａ

登録会員数285名
事業啓発を継続し会員確保
に取り組む他、講習会の内
容を見直し、会員がより利
用・活動しやすい事業を目
指す。

登録会員数  292名
・協力会員   55名
・利用会員  215名
・両方会員   22名

事業啓発を行い、利用会員数
の拡大を図った。
今後、協力会員数の増加が課
題である。

Ａ
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19 19
子だから祝金給付
事業

君津市に１年以上住んでいる保護者
に、第３子以降の出生に対して３万
円の祝い金を支給する。

保健福祉部
子育て支援課

今後も、規定により支給す
ることで第３子以上の出産
を奨励祝福する。

第３子以上の出産に対し、祝
金を支給した。
支給件数　88件
年間支払額　2,640,000円

業務内容、方針は、当初計画を
維持している。

Ａ

今後も、規定により支給す
ることで第３子以上の出産
を奨励祝福する。

第３子以上の出産に対し、祝
金を支給した。
支給件数　90件
年間支払額　2,700,000円

業務内容、方針は、当初計画
を維持している。

Ａ

20 20 児童手当給付事業

児童を養育している人に手当てを支
給することにより、生活の安定と次
代の社会を担う児童の健全育成及び
資質向上を目的とする。

保健福祉部
子育て支援課

児童を養育している人に手
当てを支給することによ
り、生活の安定と次代の社
会を担う児童の健全育成及
び資質の向上を図る。

年間延べ児童数　105,309人
年間支払額　1,150,680,000
円

業務内容、方針は、当初計画を
維持している。

Ａ

児童を養育している人に手
当てを支給することによ
り、生活の安定と次代の社
会を担う児童の健全育成及
び資質の向上を図る。

年間延べ児童数　101,806人
年間支払額　1,108,405,000円

業務内容、方針は、当初計画
を維持している。

Ａ

21 21
児童扶養手当給付
事業

ひとり親家庭の自立のため、所得に
応じて手当てを支給する。

保健福祉部
子育て支援課

今後も、規定により支給す
ることで、ひとり親家庭の
生活の安定と自立を助け、
児童の心身の健やかな成長
と福祉の増進を図ってい
く。

規定により支給し、ひとり親
家庭の福祉の増進を図った。
年度末時点受給者数　687人
年間支払額　321,057,450円

業務内容、方針は、当初計画を
維持している。

Ａ

今後も、規定により支給す
ることで、ひとり親家庭の
生活の安定と自立を助け、
児童の心身の健やかな成長
と福祉の増進を図ってい
く。

規定により支給し、ひとり親
家庭の福祉の増進を図った。
年度末時点受給者数　586人
年間支払額　386,726,210円

業務内容、方針は、当初計画
を維持している。

Ａ

22 22
幼稚園就園奨励費
補助事業

幼稚園教育の振興を図るため、君津
市に在住する幼稚園児の保護者に対
し、所得階層に応じて入園料及び保
育料の減免を行う。
君津市に在住する幼稚園児の保護者
に対し、所得階層及び世帯状況に応
じて入園料及び保育料の減免を行
う。

教育部
学校教育課

私立幼稚園に通う園児を持
つ保護者の経済的負担を軽
減し、私立幼稚園教育の一
層の普及・充実をはかる。
また、ひとり親世帯等にお
ける補助限度額拡充等の取
り組みを実施する。

園からの事業計画、及び補助
限度額を基に、所得や世帯状
況に応じて入園料及び保育料
の減免を行った。

幼稚園教育の充実及び保護者の
経済的不安軽減のため、事業を
実践できた。

Ａ

私立幼稚園に通う園児を持
つ保護者の経済的負担を軽
減し、私立幼稚園教育の一
層の普及・充実をはかる。
また、ひとり親世帯等にお
ける補助限度額拡充等の取
り組みを実施する。

園からの事業計画、及び補助
限度額を基に、所得や世帯状
況に応じて入園料及び保育料
の減免を行った。※令和元年
１０月以降は、幼児教育・保
育無償化のため施設等利用給
付費として補助

幼稚園教育の充実及び保護者
の経済的不安軽減のため、事
業を実践できた。

Ａ

23 23 奨学金貸付事業

経済的理由によって修学することが
困難な方に対して予算の範囲内で修
学上必要な資金を貸し付け、有為な
人材の育成に資する。

教育部
教育総務課

平成30年度新規貸付可能枠
月額50,000円×7人

平成30年度新規貸付
月額50,000円×5人
（応募者数5人）

経済的に修学が困難な方に、予
算の範囲内で、奨学金を貸し付
けた。 Ｂ

令和元年度新規貸付可能枠
月額50,000円×4人

令和元年度新規貸付
月額50,000円×4人
月額30,000円×1人
（応募者数6人）

学ぶ意欲のある学生の経済面
を支援することで、安心して
学べる環境の整備に資するこ
とができた。

Ａ

24 24
認可外保育施設
利用者補助金

認可外保育施設を利用している３歳
未満の乳幼児の保護者に対して保育
料等の一部を助成することにより、
保護者の経済的負担を軽減し良好な
子育て環境を促進する。

保健福祉部
子育て支援課

待機児童の多い低年齢児を
対象に補助を行うことで、
保育園に入園できない等の
理由により認可外保育施設
を利用している家庭の経済
的負担を軽減する。

補助金対象人数：49人
補助額：2,107,640円
（前年度比　-941,680円）

対象施設の利用者が減少し、補
助金額が減少した。

Ｂ

待機児童の多い低年齢児を
対象に補助を行うことで、
保育園に入園できない等の
理由により認可外保育施設
を利用している家庭の経済
的負担を軽減する。

補助金対象人数：31人
補助額：1,364,500円
（前年度比　-743,140円）

待機児童が減少したことによ
り対象施設の利用者が減少
し、補助金額も減少した。

Ｂ

25 25
母子・父子自立
支援事業

母子・父子自立支援員を配置し、ひ
とり親家庭等を対象にその自立や生
活の向上に必要な情報提供、相談指
導等の支援を行う。
ＤＶ被害に係る相談や助言等、被害
者の救済及び支援を行う。

保健福祉部
子育て支援課
（こども家庭

相談室）

今後も生活自立支援セン
ターと連携し、ハローワー
クや生活困窮者の就労支援
事業等を活用した自立支援
を行う。

生活自立支援センターと連携
し、自立に向けた就労支援を
行った。
母子・父子自立支援員新規相
談件数　86件
うち新規母子家庭就労相談
1人

ひとり親家庭に対する母子・父
子自立支援の相談及び情報提供
を個々の状況に適切に対応でき
た。 Ａ

生活自立支援センターと連
携し、ひとり親家庭の自立
に向けての支援を行う。

生活自立支援センターきみつ
と連携し、自立に向けた就労
支援を行った。
・相談件数　78件

ひとり親家庭からの相談内容
に応じて、関係機関などと連
携し、自立ための情報提供を
行えた。 Ａ

26 26
地域子育て支援
拠点事業

乳幼児及びその保護者が相互の交流
を行う場所を提供するとともに、子
育てについての情報の提供、相談、
助言その他の援助を行う。
市内に４か所あり、引き続き子育て
支援を図る。

保健福祉部
子育て支援課

利用者が減少傾向にあるた
め、保護者が気軽に利用で
きるように積極的に事業の
周知を行う。母子保健関係
課との連携をはかり、周知
につとめる。

利用人数
はっぴー　 　 3,204人
ちきんえっぐ　1,654人
支援ｾﾝﾀｰ　   19,994人
コアラ　　    2,144人
合　　計　   26,996人

利用者が減少傾向にあるため、
利用者に聞き取り式の満足度調
査を実施。掲示し、事業の改善
や周知につとめた。
また、ちきんえっぐ開設によ
り、子育て支援の充実に努め
た。

Ａ

利用者が減少傾向にあるた
め、保護者が気軽に利用で
きるように積極的に事業の
周知を行うと共に、利用者
等に調査を行い利用しやす
い環境について検討する。

利用人数
はっぴー　 　 3,246人
ちきんえっぐ　6,667人
支援ｾﾝﾀｰ　   18,930人
コアラ　　    2,049人
合　　計　   30,892人

新型コロナウイルスに係る緊
急事態宣言による閉所のた
め、開所日数が例年に比べ少
なかったが、利用者は増加し
た。
また、年度末に利用者への聞
き取り式の満足度調査を予定
していたが、新型コロナウイ
ルス感染予防対策のため閉所
しており、実施できなかっ
た。

Ａ

27 26
地域子育て支援拠
点事業（つどいの
広場事業）

乳幼児及びその保護者が相互の交流
を行う場所を提供するとともに、子
育てについての情報の提供、相談、
助言その他の援助を行う。

教育部
生涯学習文化

課

引き続き月平均140組以上の
利用を目指し、運営委員会
及びサポーター、関連部局
との連携を深め、環境整備
や運営についてより充実し
た広場作りをおこなう。

年間利用者数:6,848人
年間利用組数:1,847組
月平均利用組数：約154組
一日平均利用数：約20人

プレイルーム運営委員会や広場
サポーターの協力により、居心
地の良い環境づくりが行えた。
また、子育て中の親と子どもの
相互交流をすすめる子育て支援
事業を行った。

Ａ

引き続き月平均140組程度の
利用を目指す。運営委員
会、広場サポーター、関連
部局との連携を深め、環境
整備及び子育て支援事業を
行う。

年間利用者数：5226人
年間利用組数：1309組
一日平均利用者数：約15人
月平均利用組数：約109組

災害やコロナによる休館のた
め利用者が減少したが、運営
委員会や広場サポーターの協
力により、環境整備及び子育
て支援事業を実施した。

Ｂ

28 27
実費徴収に係る補
足給付を行う事業

保護者の世帯所得の状況等を勘案し
て、特定教育・保育施設等に対して
保護者が支払うべき日用品、文房具
その他の教育・保育に必要な物品の
購入に要する費用又は行事への参加
に要する費用等を助成する。

保健福祉部
子育て支援課

保育園で保護者が支払って
いる日用品等の実費負担に
ついて調査し、助成の必要
性について検討する。

公立保育園の実費負担につい
て調査した。
・保護者会費　2,400円～
3,000円/年園によって差異あ
り
・交通災害共済　350円／年
・遠足代　4歳、5歳　入園料
等／必要に応じて
・園児服等、入園時に係る日
用雑費／必要に応じて

今年度も、公立保育園の実費調
査を行った。
調査結果をふまえ、助成の必要
性について、保育園や生活保護
担当課と連携しながら助成を検
討する。 Ａ

保育園で保護者が支払う副
食費や日用品等の実費負担
について調査し、助成の必
要性について検討する。

未移行幼稚園における低所得
者世帯等の子どもの食材費
（副食費）に対する助成を
行った。

君津市補足給付費支給事業実
施要綱を策定し、令和元年１
０月分の副食費から助成を
行った。

Ａ
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年度目標 実績・到達状況 事業評価 達成度 年度目標 実績・到達状況 事業評価 達成度
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計画
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平成３０年度

29 28
多様な主体の参入
促進事業

新規参入事業者に対する相談・助言
等巡回支援や、私学助成（幼稚園特
別支援教育経費）や障害児保育事業
の対象とならない特別な支援が必要
な子どもを認定こども園で受け入れ
るための職員の加配に要する費用を
補助する事業。

保健福祉部
子育て支援課

新規参入事業を行う業者調
査を行う。

平成30年度は対象となる施設
なし。令和2年度以降新規参
入を検討している事業者に対
しては、相談を受付し、事業
開設に向けた助言を実施し
た。

平成30年度は新規参入となる施
設がなかったが、来年度以降も
引き続き事業調査を行い、新規
参入を検討している事業者に対
しては、事業開設に向けた助言
等を実施し、子ども一人一人の
状態に応じた適切な教育・保育
の機会の拡大を図る。

Ａ

新規参入事業を行う業者調
査を行う。

令和３年度以降に新規参入を
検討している事業者に対して
は、相談を受付し、事業開設
に向けた助言を実施した。

次年度以降も引き続き事業調
査を行い、新規参入を検討し
ている事業者に対しては、事
業開設に向けた助言等を実施
し、子ども一人一人の状態に
応じた適切な教育・保育の機
会の拡大を図る。

Ａ

30 29
子育て短期支援
事業

保護者の疾病等の理由により家庭に
おいて養育を受けることが一時的に
困難になった児童について、児童養
護施設等に入所させ、必要な保護を
行う。（ショートステイ事業及びト
ワイライトステイ事業）

保健福祉部
子育て支援課

事業者との意見交換を行
い、Ｈ31事業開始に向け、
当該事業の具体的な検討を
図る。

事業内容の検討及び他市の状
況を調査し、情報収集を図っ
た。また、事業者との協議を
行い平成31年4月開始に向け
関係例規の整備等を行った。

Ｈ31事業開始予定に向け、事業
内容を整理するとともに、事業
者との協議を行った。

Ａ

本事業を必要としている家
庭の利用を促すため、本事
業の周知・啓発に努める。

・ショートステイ
2世帯7泊3名
・トワイライトステイ
利用なし。

広報や自治会回覧などで事業
啓発を行ったが、利用は見込
みを下回った。また、新型コ
ロナウイルス感染症拡大に伴
い、委託業者の施設の利用が
できないことも影響した。

Ｂ

31 30 利用者支援事業

子育て中の親子や妊婦の方が、認定
こども園・幼稚園・保育園での教
育・保育や一時預かり保育などの地
域子ども・子育て支援事業等の中か
ら適切なものを選択し、円滑に利用
できるよう、身近な場所で情報の提
供や相談・助言を行うなど利用者支
援を図る。
関係機関との連絡調整、連携を強化
し、支援体制を整備する。

保健福祉部
子育て支援課

保育サービスの情報の集
約・整理に努め、個別の
ニーズに応じた適切な情報
提供や紹介を行う。保育
士・保健師等の専門職員に
よる育児相談の場を提供す
る。

各機関において、育児相談を
実施。

保護者等からの相談に対し、適
切な助言、情報提供及び関係機
関への連携に努め、育児の悩
み・不安等の解消を支援した。

Ｂ

保育サービスの情報の集
約・整理に努め、個別の
ニーズに応じた適切な情報
提供や紹介を行う。保育
士・保健師等の専門職員に
よる育児相談の場を提供す
る。

公立保育園への巡回相談、関
係機関の情報収集を行うこと
により、保育士や関係機関と
の連携を図り、個別相談にお
いてスムーズな情報提供、お
よび関係機関への引継ぎを
行っている。

公立保育園との連携強化は図
れている一方、その他関係機
関、保護者への子育て世代包
括支援センターの認知は不十
分であり今後も引き周知に努
めていく必要がある。 Ｂ

32 31
乳児家庭全戸訪問
事業

生後４か月までの乳児のいる全ての
家庭を訪問し、子育て支援に関する
情報提供や養育環境等の把握を行
う。

保健福祉部
子育て支援課
（こども家庭

相談室）

引き続き、家庭の養育環境
の把握を行い、関係機関と
連携して乳児家庭の孤立化
を防ぐよう努める。

新生児訪問（健康づくり課実
施）において乳児全戸訪問事
業を同時に実施。支援が必要
な家庭については健康づくり
課とこども家庭相談室が連携
し今後の支援について検討し
た。

生後4か月までの乳児のいる家
庭を訪問し、養育環境の把握を
行った。支援が必要な家庭に対
しては適切な支援の提供をおこ
ない、乳児の健全な育成環境の
整備を図った。

Ａ

引き続き、家庭の養育環境
の把握を行い、関係機関と
連携して乳児家庭の孤立化
を防ぐよう努める。

新生児訪問（健康づくり課実
施）において乳児全戸訪問事
業を同時に実施。支援が必要
な家庭については健康づくり
課とこども家庭相談室が連携
し今後の支援について検討し
た。

生後4か月までの乳児のいる家
庭を訪問し、養育環境の把握
を行った。支援が必要な家庭
に対しては適切な支援の提供
をおこない、乳児の健全な育
成環境の整備を図った。

Ａ

(4)　地域子育て力の向上

33 32
家庭教育学級の
充実

子育てに関するテーマだけでなく、
家庭を取り巻く地域の課題や社会状
況について、仲間づくりを行う中で
自ら成長できる場として、家庭教育
学級の充実、拡充に努める。また小
さな子をもつ親が安心して学ぶこと
ができるよう、学級開催中の保育に
ついても配慮する。
子育ての技術や方法を学ぶだけでな
く、親の主体的な学びと親同士の学
び合いを通じて親自身も成長できる
場となるよう、準備会や学級運営を
行う。また、学級開催中の保育につ
いても配慮する。

教育部
生涯学習文化

課

家庭教育学級の学習内容の
充実をはかる。対象者の実
情に合わせた家庭教育学習
機会の提供を行う。また、
事業担当者会議の中で家庭
教育事業のあり方について
協議を行う。

各公民館で充実した家庭教育
学級を開催した。加えて新規
参加増加を目指し、公開講座
や単発事業を実施した。
事業担当者会議において、家
庭教育学級の今後のあり方に
ついて協議を行った。対象者
や地域の実情にあわせ、既存
の学級を見直しを行うことを
確認した。

これからの時代に沿った家庭教
育機会の提供のため、学級の見
直しについて全館で確認するこ
とができた。

Ａ

地域の家庭教育推進のた
め、より多くの人に学習機
会が提供できるよう工夫し
ながら、家庭教育学級及び
関連事業を開催していく。

災害やコロナによる休館のた
め中止した回があったが、全
公民館で家庭教育学級等を開
催した。
一部のプログラムを公開とし
て学級生に限らず広く参加を
呼びかけるなど、新たな参加
者獲得のため工夫を行った。

各公民館で充実した家庭教育
学級等を開催した。

Ａ

34 33
保育園・幼稚園の
園庭開放

地域において身近な保育園の園庭を
開放（平日９時３０分～１１時、１
５時～１６時）し、未就園の子ども
と同年代の在園児との交流の場や、
育児の悩み等を気軽に相談ができる
場を提供する。

保健福祉部
子育て支援課

引き続き未就園児の保護者
が気軽に利用できるよう
に、窓口等で保護者に園庭
開放の周知を行う。

園庭開放、育児相談：公立全
園（１1園）で実施。
また、保育園の入園を検討し
ている家庭保育中の保護者に
対して園庭開放の案内を行っ
た。

園庭開放により、家庭保育中の
こどもと在園時の交流を図っ
た。また、育児相談や園生活に
関する質問等に対応した。 Ａ

引き続き未就園児の保護者
が気軽に利用できるよう
に、窓口等で保護者に園庭
開放の周知を行う。

園庭開放、育児相談：公立全
園（１１園）で実施。
また、保育園の入園を検討し
ている家庭保育中の保護者に
対して園庭開放の案内を行っ
た。

園庭開放により、家庭保育中
のこどもと在園時の交流を
図った。また、育児相談や園
生活に関する質問等に対応し
た。

Ａ

35 34
子どもの遊び場管
理事業

近隣に公園等の遊び場がない地域に
子どもの遊び場を設置し、安全に遊
べる環境を提供する。
引き続き、地域の子どもが安心して
利用できるよう安全管理を図る。

保健福祉部
子育て支援課

地域の子どもが安心して利
用できる遊び場を目指す。
維持管理のための点検を行
い、必要であれば修理を実
施する。

施設遊具の点検や撤去及び設
置を行った。
また、自治会が刈った草の処
分等、安全管理に努めた。

遊び場の安全確保・維持管理を
適切に行うことができた。

Ａ

地域の子どもが安心して利
用できる遊び場を目指す。
維持管理のための点検を行
い、必要であれば修理を実
施する。

専門業者による施設遊具の点
検や自治会が刈った草の処分
等、安全管理に努めた。
地元自治会から廃止申請の
あった遊び場については、自
治会との協議、近隣住民への
説明を経て１件廃止した。

遊び場の安全確保・維持管理
を適切に行うことができた。
また、廃止申請のあった遊び
場については、自治会との協
議や近隣住民への説明を行
い、今後の維持管理や活用に
ついて共通認識を図った。

Ａ
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36 35
地域住民と子ども
とのふれあい機会
の創出

七夕や運動会などの保育園行事に地
域の高齢者の招待、地域の季節行事
や敬老会への参加、施設訪問などに
より、世代間の交流を図る。また、
未就園児や小学生を招き、異年齢児
との交流活動を行う。地域に開けた
保育園運営を目指し、情報の発信や
地域社会との交流のあり方を検討す
る。

保健福祉部
子育て支援課

引き続き近隣の小中学校や
地域住民との交流機会を設
け、地域に根ざした保育園
運営を目指していく。

積極的に専門機関と連携し、
助言、指導等を各園で共有す
ることで適切な支援方法や環
境設定を研究。園内の支援体
制の強化を図った。

専門機関との密な連携を保育に
活用し、障害を有する児童の受
け入れ、保育士の加配を行っ
た。
園内の支援体制の強化、障害児
の支援に対応する保育の向上に
努めた

Ａ

引き続き、専門機関と積極
的な連携を図り、適切な支
援方法や環境設定を探ると
ともに、受け入れ体制の整
備、加配保育士の確保に努
める。

地域交流：公立全園（１１
園）で実施。

保育園行事への招待、地域の
行事に積極的に参加するな
ど、異年齢児や地域住民との
交流を図った。

Ａ

37 36
学校教育ボラン
ティア活用事業

学校が希望する教育ボランティアの
内容に基づき、地域の人材が有する
知識や経験を学校教育活動に活かす
ために、地域の方々を君津さわやか
スクールボランティアとして登録
し、教育活動への支援をしていただ
けるような事業を展開する。特に安
全に関わるボランティア登録を推進
する。

教育機関
教育センター

小・中学校全校で、「君津
さわやかスクールボラン
ティア」を活用したボラン
ティア活動を推進する。各
学校の特色を活かし教育活
動の目的の達成をめざすと
共に、開かれた学校を目指
し保護者、地域との連携を
深める。

児童生徒数の減少に伴い「君
津さわやかスクールボラン
ティア」の登録数・活用状況
ともに減少している。しか
し、各学校の活用内容は登下
校の見守りから学習支援に広
がりが見られ、家庭科や総合
的な学習の時間など様々な教
育活動の充実に寄与してい
る。

市内全小中学校でボランティア
の登録・活用を効率的に行うこ
とができる。また、学校教育の
充実や開かれた学校の実現を図
るために地域の人材活用を積極
的に行うことができるだけでな
く、ボランティアと学校との連
携も取りやすくなる。

Ａ

教育活動の目的の達成や開
かれた学校の実現を目指
し、小・中学校全校で、
「君津さわやかスクールボ
ランティア」を活用した地
域や外部の人材活用を推進
する。

「君津さわやかスクールボラ
ンティア」を活用している学
校が年々増えてきている。ま
た新規の登録についても増
え、学校のこの事業への関心
が高まってきている。

学校教育に対する様々なニー
ズに応えるため、外部の人材
を活用する必要がある。今後
も新規登録や活動内容の精査
をしていく。

Ａ

38 37
民生委員・児童委
員、主任児童委員
との連携強化

民生委員・児童委員、主任児童委員
との連携強化を図り、地域での子育
て相談や支援の充実、地域の実情把
握を図る。

保健福祉部
厚生課

（社会福祉協
議会）

PRパンフレットの配布を継
続的に行い、民生委員児童
委員、主任児童委員活動の
周知を図る。
君津市民生委員児童委員協
議会児童家庭部会を中心に
子どもに関する支援活動の
学習会を行う。

市内８地区単位民児協におい
て、PRパンフレットの配布を
継続的に行い、民生委員・児
童委員、主任児童委員活動の
周知を図った。
児童家庭部会では、外部講師
を招き、子育て支援に関する
学習会を２回開催した。
また、児童相談所や児童養護
施設を見学した。

昨年度に引き続き保育園や小中
学校等を訪問し民生委員児童委
員のパンフレットを配布した結
果、子育て世代や児童生徒に周
知を図ることができた。
専門部会では、子育て支援に関
する学習会を２回開催し、相談
支援の手法を学ぶことができ
た。
また、児童相談所や児童養護施
設を見学し、地域の実情把握を
図ることができた。

Ａ

PRパンフレットの配布を継
続的に行い、民生委員・児
童委員、主任児童委員活動
の周知を図る。
１歳６か月健康診査におい
て、民生委員・児童委員、
主任児童委員のＰＲ活動を
実施し、子育てしている方
へ直接声を掛け、相談支援
の充実を図る。

１歳６か月健康診査へ訪問回
数　１４回（会場：保健福祉
センター、上総地域交流セン
ター）

主任児童委員が市内２会場で
実施している１歳６か月健康
診査へ訪問し、子育て世代へ
直接声掛けを行うとともに、
民生委員・児童委員活動のPR
を行った。また、声掛けとと
もにPRパンフレットの配布も
行う等、その場で相談しづら
い方へも配慮し、相談支援の
充実を図った。

Ａ

(5)　障害児への支援

39 38 幼児ことばの相談

発達の遅れや難聴等により、ことば
に問題を持っている幼児への「こと
ばの相談」や発達障害等により、発
育や発達に遅れや問題を持っている
就学児等の適正な療育を図る「療育
支援事業」を行う。

保健福祉部
障害福祉課

幼児ことばの相談室におい
て、言語聴覚士及び心理担
当職員が個別相談をし、適
切な指導を図る。

幼児ことばの相談事業
　　　　　　　　　　923件
発達障害児等療育支援事業
　　　　　　　　　 442件
　　　　　 　合計1365件

幼児ことばの相談室において、
言語聴覚士及び心理担当職員が
面接、検査、指導を行い、適切
な指導を図った。

Ｂ

幼児ことばの相談室におい
て、言語聴覚士及び心理担
当職員が個別相談をし、適
切な指導を図る。

幼児ことばの相談事業
　　　　　　　　　　775件
発達障害児等療育支援事業
　　　　　　　　　　344件
　　　　　 　 合計1119件

言語検査や発達検査、保育園
の巡回を行い、さまざまな利
用者に合わせた相談や指導を
行った。新規利用者は、こと
ばの相談に比べて療育指導を
希望する方が多く、次回の予
約が2か月程度空いてしまうこ
とがあった。

Ｂ

40 39 障害児保育事業

障害を有する就学前児童で、保護者
の就労等の都合により家庭保育が困
難な場合に、保育園において施設整
備や受入体制を整え、集団保育を実
施する。
障害を有する児童に対応した施設の
整備、障害児に対応できる職員配備
をする。

保健福祉部
子育て支援課

引き続き、専門機関と積極
的な連携を図り、適切な支
援方法や環境設定を探ると
ともに、受け入れ体制の整
備、加配保育士の確保に努
める。

積極的に専門機関と連携し、
助言、指導等を各園で共有す
ることで適切な支援方法や環
境設定を研究。園内の支援体
制の強化を図った。

専門機関との密な連携を保育に
活用し、障害を有する児童の受
け入れ、保育士の加配を行っ
た。
園内の支援体制の強化、障害児
の支援に対応する保育の向上に
努めた

Ａ

引き続き、専門機関と積極
的な連携を図り、適切な支
援方法や環境設定を探ると
ともに、受け入れ体制の整
備、加配保育士の確保に努
める。

積極的に専門機関と連携し、
助言、指導等を各園で共有す
ることで適切な支援方法や環
境設定を研究。園内の支援体
制の強化を図った。

専門機関との密な連携を保育
に活用し、障害を有する児童
の受け入れ、保育士の加配を
行った。
園内の支援体制の強化、障害
児の支援に対応する保育の向
上に努めた。

Ａ

41 40
特別支援教育推進
事業

一人一人の支援ニーズに応じた教育
の充実と推進を図る。
①特別支援チームの学校派遣
②ほほえみ相談室の運営
③特別支援教育推進委員会の運営
④生活体験指導員の配置

教育部
学校教育課

「交流および共同学習」の
取組、特に特別支援学級と
交流学級との交流をとおし
て、児童生徒の自己理解・
他者理解を進め、支援方法
を探る。

「君津市特別支援教育推進委
員会」において、よりよい交
流の仕方について協議した。

「君津市特別支援教育推進委員
会」での協議内容と、各校から
の取組報告をまとめ、実践事例
集の続編を作成した。それを市
内の全小・中学校に配付した。

Ａ

形式や内容の精選、扱いの
確認等、個別の教育支援計
画についての見直しを図
り、有効な活用方法を探
る。

「君津市特別支援教育推進委
員会」において、各校からの
アンケート結果を踏まえて個
別の教育支援計画について協
議した。

「君津市特別支援教育推進委
員会」での協議内容に、年度
末に出される県の指針を踏ま
えて作成し、次年度の試行に
つなげた。

Ａ
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42 41
障害児通所支援
事業

就学前の児童に対して、日常生活に
おける基本的な動作の指導、知識技
能の付与、集団生活への適応訓練等
を行う「児童発達支援」や重度の障
害がある子どもについて、自宅を訪
問して児童発達支援を行う「居宅型
児童発達支援」、就学児等に放課後
や夏休み等に生活能力改善のための
訓練を継続的に提供し、障害児の自
立を促進する「放課後等デイサービ
ス」、保育所等の集団生活を営む施
設を訪問し、集団生活への適応のた
めの専門的な支援を提供する「保育
所等訪問支援」等を行う。

保健福祉部
障害福祉課

サービスを通して障害児の
自立を促進する。

児童発達支援　56人
放課後等デイサービス 145人

申請に基づきサービスの提供を
実施した。

Ｂ

サービスを通して障害児の
自立を促進する。

（実人数）
児童発達支援　　87人
放課後等デイサービス　181人
保育所等訪問支援　1人

申請に基づきサービスの提供
を実施した。利用児童数は増
加したが、事業所の受け入れ
人数に限りがあるため希望通
り利用できない児童もいた。

Ｂ

43 42
障害児相談支援
事業

障害児通所支援を利用するすべての
児童に、障害児の心身の状況や環
境、障害児又は保護者の意向を踏ま
えた障害児支援利用計画を作成し、
サービス等の利用状況の検証（モニ
タリング）や事業者との連絡調整な
どを行う。 保健福祉部

障害福祉課

障害児通所支援を利用する
児童全員にサービス等利用
計画を作成し、サービス内
容や今後の方向性を確認す
る。

障害児通所支援を利用する児
童にサービス等利用計画を作
成し、定期的なモニタリング
を行った。

障害児通所支援を利用する児童
にサービス等利用計画を作成
し、モニタリングや事業者との
連絡調整などを行った。

Ｂ

障害児通所支援を利用する
児童全員に計画を作成し、
サービス内容や今後の方向
性を確認する。

障害児計画相談支援
実人数　167人
件数　　359件

計画作成済人数
231人
うち相談支援事業所による
サービス等利用計画やモニタ
リングを行わず、障害児通所
支援を利用する児童（セルフ
プラン）66人

平成30年度に比べ、障害児相
談支援の実人数で2人、件数で
14件増加している。また、計
画作成済人数のうちセルフプ
ランの割合が14％から28％に
増加した。新規で障害児通所
支援を利用する児童のほとん
どが、相談支援事業所による
サービス等利用計画の作成や
モニタリングを行えず、セル
フプランとなった。（平成30
年度計画作成済人数188人、う
ちセルフプラン28人）

Ｂ

2 子どもを健やかに生み育てるまちづくり

(1)　保健体制の充実

44 43 母子健康手帳交付

妊娠届出により母子手帳を交付す
る。交付時は保健師が面接し、母子
保健事業の情報提供や妊娠中の健康
管理について、保健指導を実施する
とともに、母子の健康状態を記録
し、健康診査・健康指導に役立て
る。配偶者が同伴の場合は、妊娠・
出産・育児をサポートする父親とし
ての自覚を高め、育児参加を勧めて
いく。
妊娠届出書から、妊婦のメンタル面
や育児環境について把握し、早期の
支援へとつなげていく。

保健福祉部
健康づくり課

妊娠届出書を近隣の各医療
機関に設置し、妊娠早期
（妊娠１１週以下）に母子
手帳が交付できるようにす
る。また、母子健康手帳交
付時に、保健師が面接を行
い、健康状況等の把握に努
め、保健指導を充実させて
いく。引き続きリスクの早
期発見に努め、支援や介入
が必要なケースを把握した
際には、各関係機関と連携
し、適切な対応を迅速に行
えるよう努める。

交付数　妊婦486人
　　　　手帳489冊（双胎3
件）

妊娠早期（妊娠１１週以下）に
母子手帳が交付できるよう、妊
娠届出書を近隣の各医療機関に
設置した。窓口にて保健師によ
る面接を妊婦一人ひとりに実施
し、行政ｾﾝﾀｰ分には電話での保
健指導を実施することができ
た。面接の充実に努めた。ま
た、支援や介入が必要なケース
を把握した際には、適切な対応
を迅速に行えるよう努めた。

Ａ

母子健康手帳交付時に、助
産師または保健師が面接を
行い、健康状況等の把握
し、リスクの早期発見に努
める。引き続き、支援や介
入が必要なケースを把握し
た際には、各関係機関と連
携し、適切な対応を迅速に
行えるよう努める。また、
妊婦ジャケットや赤ちゃん
人形などを展示し、妊娠・
育児の保健指導を実施す
る。

すこやか親子サポート「つみ
き」開設により母子健康手帳
交付時に全妊婦を対象に助産
師又は保健師が面接を行い、
状況に応じセルフプランやサ
ポートプランの作成を行っ
た。事情により面接実施でき
なかった妊婦には電話訪問で
対応した。

すこやか親子サポート「つみ
き」開設後は母子健康手帳交
付時に全妊婦を対象に助産師
又は保健師が面接を行い、健
康状況等の把握により、リス
クの早期発見に努めた。また
各職種と連携し、必要な妊婦
に対して継続支援を行った。 Ａ

45 追加
妊娠・出産包括支
援事業

ワンストップで妊娠期から子育て期
にわたるまでの相談に対応できる体
制を整え、子育て世代の安心感を醸
成する。
・母子保健相談
・産後ケア（デイサービス・宿泊
型） 保健福祉部

健康づくり課

①妊娠届出時や広報・ホー
ムページ等で事業を周知す
る。
②妊娠届出時の全数面接及
び要支援者への支援プラン
を充実させ、ハイリスク妊
婦の早期発見と早期介入を
実施する。
③産後早期の訪問により産
後うつなどの要支援家庭の
早期発見を行い、タイム
リーな事業の提供を目指す

【母子保健相談】
母子手帳面接発行：468人
助産師のおっぱい相談：延65
件
【産後ケア事業】
日帰り型：実2件、延5件
宿泊型：実3件、延4件

①③妊娠届出時及び広報、ホー
ムページの他、新生児訪問で事
業の周知をしている。産後ケア
事業については利用者数は前年
度より減少しているが、利用者
の満足度は高く、育児不安の軽
減の一助になっていると考え
る。
②行政センター交付の電話聴取
を含め、リスクのある者に対し
支援プランを作成し、早期発見
に努めた。要支援者に対しては
プランに基づき早期介入に努め
た。

Ｂ

母子健康手帳交付時の面接
や新生児訪問を実施する中
で、妊娠期から子育て期の
不安等の早期発見に努め、
必要なサービスの周知・利
用につなげる。また、子育
て世代包括支援センターが
10月より開設予定であるた
め、周知に努める。

【母子保健相談】
母子手帳面接発行：494人
助産師のおっぱい相談：延96
件
【産後ケア事業】
日帰り型：実2件、延2件
宿泊型：実8件、延12件

母子健康手帳交付時面接や新
生児訪問などの機会を通じ
て、子育てに対する不安等を
早期に発見し対応、必要な情
報提供やサービスに繋げるこ
とができた。10月開所の子育
て世代包括支援センターにつ
いては妊娠届出時やその他事
業等で周知に努めた。

Ｂ
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46 44 妊婦健康診査

妊婦健診の費用１４回分を助成し、
安全な妊娠・出産のため支援を強化
していく。

保健福祉部
健康づくり課

妊娠初期から定期的な健診
が受けられるよう各医療機
関に妊娠届出を設置する。
また、妊婦健康診査の重要
性を母子健康手帳交付やマ
タニティクラス等の機会に
周知をする。

妊婦健康診査受診者
(実)827人　　(延)6,513人
健診の周知とともに、適正な
受診を勧めた。

妊娠初期での母子健康手帳及び
妊婦健康診査受診票の交付を促
すため、医療機関に妊娠届出を
設置した。
前年度に比べ、妊婦健康診査受
診者数が減少しており、要因と
しては母子健康手帳交付数の減
少が考えられる。
妊婦健康診査は安全な出産のた
めには必要不可欠であるため、
今後も妊娠届出やマタニティク
ラス等の機会を利用し適正な健
診受診を促していく。

Ｂ

妊婦健康診査の重要性を母
子健康手帳交付やマタニ
ティクラス等の機会に周知
し、適正な受診へつなげ
る。

助産師又は保健師が全妊婦に
妊婦面接を実施し、妊婦健康
診査の重要性の周知を行い、
受診勧奨を行った。

妊婦面接、マタニティクラス
で助産師又は保健師による妊
婦健康診査の説明と重要性の
周知を行うことで、安心して
定期的に受診できている。

Ｂ

47 45 乳児健康診査

乳児健診の費用を生後３から６か月
及び９から１１か月に各１回助成
し、子どもの健全な育成を支援す
る。

保健福祉部
健康づくり課

乳児のいる産婦に対し、適
正な健診受診を促し、乳児
健康診査受診者割合の維持
を目指す。

乳児健康診査受診者
(実)958人　　(延)958人
健診の周知とともに、適正な
受診を勧めた。

内訳：
3～6か月児健康診査
対象者数：551　受診者数：
524
受診割合：95.1％
9～11か月児健康診査
対象者数：533　受診者数：
434
受診割合：78.4％

前年度に比べ、受診者数が増加
している。内訳からも3～6か
月、9～11か月ともに前年度に
比べ受診割合の増加がみられて
いる。
全体的には増加傾向だが、3～6
か月児に比べ9～11か月児の受
診割合が低い。受診勧奨方法を
検討し、引き続き適正な健診受
診を促していく。

Ｂ

新生児訪問や育児相談等の
機会を活用し、乳児健康診
査の受診を促し、受診割合
の増加を目指す。

新生児訪問、育児相談で乳児
健診の受診を促してきた。
・3～6か月児健診受診率：
95％
・9～11か月児健診の受診率：
81％

3～6か月児健診と比べると9～
11か月児健診の受診率が14％
低くなっている。令和2年度よ
り新たに母子保健推進員によ
る受診勧奨により、9～11か月
児健診の受診率が増加するよ
うに努める。

Ｂ

48 46
１歳６か月児・
３歳児健康診査

育児に関する保護者の気持ち等を表
現できる項目を問診票に取り入れる
ことで、発育発達の確認はもちろん
のこと、育児不安や虐待の予防に対
して取り組んでいく。また、未受診
者に対しては通知や訪問にて受診勧
奨・状況把握を確実に行い、必要な
支援につなげていく。
○１歳６か月児健康診査
一般健康診査、歯科健康診査、保健
指導、
歯科指導・栄養指導を実施。
○３歳児健康診査
一般健康診査、歯科健康診査、尿・
視聴覚検査、保健指導、栄養指導の
実施。

保健福祉部
健康づくり課

１歳６か月児健康診査及び
３歳児健康診査の受診率の
維持を目指す。また、子育
て支援課と連携しながら未
受診者への受診勧奨を継続
する。

・1歳6か月児健康診査
　　　　受診率95.5％
・3歳児健康診査
　　　　受診率95.8％

1歳6か月児健康診査及び３歳児
健康診査ともに昨年度より受診
率が増加している。引き続き未
受診者に対し受診勧奨を継続と
する。

Ａ

引き続き受診率を維持する
ために個人に合った支援を
継続して検討していく。母
子保健推進員や地区担当保
健師による受診勧奨を実施
し、子育て支援課と連携
し、状況把握に努める。

コロナの影響により令和2年3
月の1歳6か月児及び3歳児健康
診査を中止した。

・1歳6か月児健康診査（18回
実施）
　　　　受診率96.4％
・3歳児健康診査（19回実施）
　　　　受診率94.4％

1歳6か月児健康診査は昨年度
より受診率がやや増加した。3
歳児健康診査は、昨年度より
受診率がやや減少みられた
が、受診率が90％以上と高い
水準で受診率が維持できてい
る。引き続き未受診者に対し
受診勧奨を継続する。

Ａ

49 47 マタニティクラス

妊娠・出産・育児について正しい知
識や心構えについて健康教育を実施
するとともに、産後もつながる仲間
づくりの場となるよう企画する。

保健福祉部
健康づくり課

妊娠届出数に対するマタニ
ティクラス参加者割合が
15％以上を目指す。

4回1コースで年間４コース実
施。

参加者数：実47人、延133人
参加率：9.7％

参加者割合は前年度比2.6％減
であり、やや減少している。
マタニティクラスは学びの場と
してだけでなく、参加者同士の
交流の場（仲間づくりの場）と
もなっており、マタニティクラ
スで知り合った参加者同士が
コース終了後も交流を続け、産
後に赤ちゃん育児相談などに子
を連れて一緒に来所されるケー
スもあった。また、ハイリスク
妊婦を早期に把握し、地区担当
保健師につなげ、早期に支援を
開始できたケースもあった。

Ｃ

妊娠届出数に対するマタニ
ティクラス参加者割合が
10％以上を目指す。

コロナの影響により、令和２
年３月開催の２回を中止し
た。
・全１４回開催：妊娠届出数
に対する参加者の割合10.5％

妊娠届出時の面接等での周知
により、昨年度の妊娠届出に
対する参加者の割合は昨年度
（9.7％）より増加している。

Ｂ

50 48 両親学級

赤ちゃんの成長と妊婦の心身の変化
の学習・妊婦体験等を行い、妊娠中
の妊婦へのサポートについて考え、
さらに子どもを迎えるための準備・
親としての役割について、夫婦で考
える機会を提供する。

保健福祉部
健康づくり課

妊娠届出数に対する両親学
級参加者の割合が１５％以
上を目指す。

年間6回、土日開催

参加者：80組
参加率：16.5％

参加者の割合は、前年度比
1.2％減であったが、目標値は
達成できた。引き続き、母子手
帳交付時に参加を促していく。

Ａ

妊娠届出数に対する両親学
級参加者の割合が１５％以
上を目指す。

コロナの影響により、令和２
年３月の開催を中止し全５回
開催。
妊娠届出数に対する参加者割
合は11.3％、中止となった回
の予約者22組にはテキスト等
を郵送し希望者には個別対応
した。

開催が中止となり別対応と
なった22組を含むと参加割合
は15.8％。コロナ禍でできる
範囲の支援を実施した。

Ａ
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51 49
母子保健推進員に
よる活動

母子保健推進員へ依頼し、妊産婦や
乳幼児の家庭を訪問し、母子保健情
報の提供及び不安や質問を聞き取っ
ていく。必要に応じて保健師につな
げていく。 保健福祉部

健康づくり課

引き続き、健診未受診者の
状況把握、転入者へのサー
ビス周知に努め受診率の向
上や転入手続きの漏れをな
くすことを目指す。

幼児健診未受診者、転入者の
予防接種未手続者に訪問し、
健診の受診勧奨及び窓口への
来所を勧奨した。

１歳６か月児健康診査：9件
３歳児健康診査：19件
転入者：8件

依頼数50人に対し、訪問率72％
であり、前年度比17％減少し
た。訪問した者の中には健診受
診や転入者の手続きにつながっ
た者もあり、健診の未受診者対
策の一助となっています。 Ｂ

健診未受診者の状況把握、
受診率の向上、転入者の手
続きの漏れをなくし、サー
ビス周知に努めことを目指
す。また、里帰り出産をさ
れた方で赤ちゃん育児相談
の利用のない者へ赤ちゃん
育児相談の利用を勧め、母
子保健サービスの周知に努
める。

コロナの影響により、令和２
年３月は訪問を中止した。
訪問依頼数（実）75件　実施
数（実）51件

訪問実施数に対して概ね半数
が来所や受診につながってい
る。コロナの影響により訪問
を中止していた期間は、郵送
やHP・母子手帳アプリ等にて
情報の周知に努めた。 Ｂ

(2)　子どもへの健康支援

52 50 赤ちゃん育児相談

保健師・栄養士・歯科衛生士による
育児相談及び身体計測を実施する。
保護者が身近に相談できる場とし
て、また、保護者の交流の場となる
よう市内３か所で実施している。

保健福祉部
健康づくり課

引き続き、出生数に対する
乳児の新規利用者割合の維
持を目指す。継続して事業
を実施し、育児支援を行
う。

利用者(実)529人。(延)1753
人。
出生数に対する乳児の新規利
用者割合50.4％
出生数534人
新規(乳児)269人
　　(幼児)17人

※補足…
【Ｈ29年度】
出生数578
新規(乳児)236人
　　(幼児)16

前年度から比較し利用者人数
(実)、乳児の新規利用者割合は
増加し、同時に出生数に対する
乳児の新規利用者割合も9.5％
増加した。

Ａ

引き続き、出生数に対する
乳児の新規利用者割合の維
持を目指す。また、継続し
て事業を実施し、育児支援
を行う。

全30回実施。利用者(実)386
人。(延)1293人。
出生数に対する乳児の新規利
用者割合　38.9％
出生数　465人
新規(乳児)181人
　　(幼児)23人
(9月台風、3月コロナにて事業
中止。）

９月、３月に事業を中止した
ため、全体的に実施回数や利
用者数は減少したが、その他
の月は前年と概ね同程度の利
用者数を維持できた。また、
中止した月は個別に育児相
談、身体計測を実施し対応し
た。

Ｂ

53 51 未熟児健康相談

低出生体重児に対し、医師の相談、
保健師・栄養士・歯科衛生士による
育児相談及び身体計測を実施する。 保健福祉部

健康づくり課

未熟児に対しては、新生
児・乳児家庭訪問・育児相
談等、個別に対応してい
く。

医師の相談は実施せず、新生
児・乳児期の訪問・育児相談
での対応を行った。

NICU連絡会議への参加に加え、
必要時NICU等より個別に情報提
供を受け、訪問や育児相談を実
施し、保健指導を行うことがで
きた。27年度に掲げた事業内容
に関しては見直しが必要。

Ａ

引き続き新生児・乳児家庭
訪問・育児相談等で個別に
対応していく。

医師の相談は実施せず、新生
児・乳児期の訪問・育児相談
での対応を行った。

NICU連絡会議への参加に加
え、必要時NICU等より個別に
情報提供を受け、訪問や育児
相談を実施し、保健指導を行
うことができた。27年度に掲
げた事業内容に関しては見直
しが必要。

Ａ

54 52 こどもの発達相談

からだや心の発達について、心理の
専門家が個別に相談に応じる。

保健福祉部
健康づくり課

引き続き希望者には漏れな
く事業が提供できるよう、
臨床心理士及びきみつ愛児
園と連携を図っていく。

臨床心理士による発達相談
実施回数：8回
実施人数：実17名　延17名

希望者には漏れなく事業を実施
することができ、必要に応じて
他機関への紹介を行い適切な支
援が行えた。 Ａ

引き続き臨床心理士及びき
みつ愛児園と連携を図って
いく。

9月は台風のため事業を中止し
た。
臨床心理士、きみつ愛児園よ
り１名派遣依頼。12回実施。
延32名

希望者には漏れなく事業を実
施することができ、必要に応
じて他機関への紹介、継続支
援等適切な支援が行えたと考
える。中止した回も振替して
実施した。

Ａ

55 53 幼児健康相談

保健師が市内の公立保育園に出向
き、保育園の乳幼児を対象に身体計
測及び保育士とともに園児の成長発
達の確認を行う。

保健福祉部
健康づくり課

12園にて引き続き年2回の健
康相談を行い、継続的に園
と連携を取りながら乳幼児
の身体面・発達面等の支援
をしていく。

市立保育園11園で園児の発
育・発達について、健康相談
および情報交換を保育士・健
康づくり保健師間で実施。

平成30年度に市立保育園であっ
た宮下保育園がなくなり、あら
たに私立の宮下どろんこ保育園
が開設された。これにより市立
保育園が11園となったことから
平成30年度の幼児健康相談は、
市立保育園11園に変更になって
いる。
これまで幼児健康相談の場にお
いて0,1歳児の身体計測を健康
づくり課保健師が実施していた
が、各園で毎月身体計測を実施
していることから、幼児健康相
談での身体計測を廃止した。こ
れにより、園児の発育・発達に
ついて、健康相談および情報交
換を保育士・保健師間で実施す
る時間をこれまで以上にもてる
ようになった。

Ａ

引き続き年2回の健康相談及
び情報交換を行い、継続的
に園と連携を取りながら乳
幼児の身体面・発達面等の
支援、保護者を含めた家庭
支援に努める。

市内の君津保育園、宮下どろ
んこ保育園を除く、公立11園
を計24回訪問し、延404件の情
報交換を実施。

R2年度から認可を受け民間運
営の保育園が増える予定だ
が、現時点で民間運営の保育
園訪問はできておらず、公立
保育園のみと限定されてい
る。乳幼児の把握・支援に努
めるためには、公立・民間両
園を訪問していく必要があ
る。

Ａ

56 54 むし歯予防教室

幼稚園児、保育園児、２歳児とその
保護者を対象に、むし歯予防の講話
と歯磨き実習を実施する。

保健福祉部
健康づくり課

引き続き、フッ素ジェル塗
布を試行していく。

保育園11園（418人）と２歳
児の親子に対してむし歯予防
教室を実施。

教室を実施することにより、口
腔に興味をもってもらえ、口腔
清掃の自覚が芽生えた。 Ｂ

集客のアプローチ、教室の
周知を引き続きする。

市内11保育園、431人に講話、
207人の年長児は歯みがき実習
を行う。11組の親子にむし歯
予防教室を実施。

2歳児の教室参加が増加するよ
うに周知に努める。

Ｂ
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57 55 食育指導

小学校１・２年生では好き嫌いにつ
いて、３・４年生では３つの食品群
及び生活習慣病について、５・６年
生では１食分の献立について、中学
校では生活習慣病を予防するための
食生活の指導を行う。 教育機関

学校給食共同
調理場

各校「食育全体計画」を作
成し、児童生徒の生活スタ
イルや発達段階等について
の意識の啓発を行い、適切
な食育指導を実施すること
で、知識及び実践力を養
う。また、新学校給食共同
調理場稼動後の食指導につ
いて検討する。

発達段階に応じた食育指導
を、給食時間や授業をとおし
て行った。
学校での食指導をのべ１８４
時間実施した。また、生活習
慣病予防健診後、保護者・生
徒対象に事後指導・栄養相談
を３０名実施した。新学校給
食共同調理場稼動後の食指導
について検討した。

各校「食育全体計画」に基づ
き、食育を計画的に進めること
ができた。今後は、他教科とも
さらに連携し進めていく必要が
ある。新調理場稼動後の食指導
については次年度さらなる検討
をすすめていく。 Ａ

「食育全体計画」を作成
し、各校と連携しながら、
児童生徒の発育発達に応じ
た適切な食育指導を実施
し、知識及び実践力を養
う。

食育全体計画を作成し、各小
中学校に配付した。給食訪問
は小学校各２回実施（17校×
2）、中学校各1回実施（10
校）した。
生活習慣病予防健診後の栄養
指導では小学校5校25人、中学
校4校16人に実施した。

新調理場が稼働し安心安全に
安定した給食を提供すること
に重点をおいた上で「食育全
体計画」の中でできる、給食
訪問・生活習慣予防健診後の
栄養指導・食生活アンケー
ト・給食だより・一口メモの
発行を行った。また、子ども
たちの嗜好や給食運営に生か
すため給食アンケートを実施
し、結果を給食だよりをのせ
た。

Ａ

58 55 食育指導

公立保育園において栄養士が「３つ
の食品群とその働き」や「食べ物や
作ってくれた人への感謝の気持ち」
等の食育指導をする。また、園内で
の調理体験や作物の収穫をとおし
て、食への関心を高める。

保健福祉部
子育て支援課

栄養士が公立保育園11園を
巡回し、園児にむけて時季
にあわせた食育指導を行
う。

『３つの食品群とその働き』
『手洗い』『食事マナー』等
について紙芝居、エプロンシ
アター等の媒体を用いて食育
指導を行った。
食育指導　平均7.5回/園/年

当初の予定では、保育園11園×
10か月だったが、行事等により
実施回数が減った。

Ｂ

栄養士が公立保育園11園を
巡回し、園児にむけて時季
にあわせた食育指導を行
う。（11園×11か月）

『３つの食品群とその働き』
『手洗い』『食事マナー』等
について紙芝居などの媒体を
用いて食育指導を行った。
食育指導　平均９回/園/年
延べ2930人

当初の予定では、保育園11園
×11ヶ月だったが、行事等に
より実施回数が減った。

Ｂ

(3)　小児医療の充実

59 56
小児医療体制の
充実

年間を通じて定期的なＮＩＣＵ連絡
会議に参加し、君津中央病院の新生
児センター、周産期センター及び管
内各市・健康センターとの連携を図
る。
在宅当番医は、引き続き医師会の協
力のもとに、急病に備え対応する。
広報・ホームページにて、日曜休日
当番医を周知。新生児訪問で、君津
郡市夜間急病診療所のパンフレット
を配布。

保健福祉部
健康づくり課

救急医療体制の整備を支援
していく。

在宅当番医
　実施日数　　　 ７２日
　患者数　　５，２４２人
うち小児科
　実施日数　　　 ４１日
　患者数　  １，６４０人

医師会と協力して在宅当番医に
よる休日の救急医療体制の整備
をおこなった。

Ａ

救急医療体制の整備を支援
していく。

在宅当番医
　実施日数　75日
　患者数　　5,112人
うち小児科
　実施日数　42日
　患者数　  1,672人

医師会と協力して在宅当番医
による休日の救急医療体制の
整備をおこなった。

Ａ

60 57
未熟児医療給付
事業

出生児の体重が2,000ｇ以下、又は生
活力が特に弱い未熟児で、養育のた
めに指定医療機関で入院が必要と認
められる場合、その養育に必要な医
療を助成。
乳児の健康の保持及び増進を図るた
め、乳児に対する医療の措置を講
じ、もって市民保健の向上を図る。

保健福祉部
子育て支援課

今後も、事業を実施し、乳
児の健康の保持及び増進を
図っていく。

未熟児の医療費（保険診療
分）を全額助成した。
助成対象者２１名
（内６名は２９年度より継
続）

業務内容、方針は、当初計画を
維持している。

Ａ

今後も、事業を実施し、乳
児の健康の保持及び増進を
図っていく。

未熟児の医療費（保険診療
分）を全額助成した。
助成対象者２６名
（内３名は３０年度より継
続）

業務内容、方針は、当初計画
を維持している。

Ａ

61 58
子ども医療費助成
事業

子育て支援体制を充実させるため、
子ども（中学校３年生まで）を対象
に医療費を助成。保護者の経済的負
担軽減と、子どもの保健対策を充実
させ、少子化時代の子育て支援体制
の充実を図る。

保健福祉部
子育て支援課

中学校3年生までの保険が適
用する医療費（高額医療費
は除く）を助成する。

中学３年生までの入院、通
院、調剤にかかる医療費（保
険診療分）を全額助成した。
年間延べ支払い人数 140,656
人
年間支払額 261,027,920円

業務内容、方針は、当初計画を
維持している。

Ａ

中学校3年生までの保険が適
用する医療費（高額医療費
は除く）を助成する。

中学３年生までの入院、通
院、調剤にかかる医療費（保
険診療分）を全額助成した。
年間延べ支払い人数 130,692
人
年間支払額 241,986,974円

業務内容、方針は、当初計画
を維持している。

Ａ
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年度目標 実績・到達状況 事業評価 達成度 年度目標 実績・到達状況 事業評価 達成度
№ 担当部署

計画
No

事業名等
令和元年度

事業内容及び今後の取組方針
平成３０年度

3 次代を担う、心身ともにたくましい子どもを育むまちづくり

(1)　学校教育の充実

62 59 英語教育推進事業

「世界を舞台に活躍できる君津っ
子」の育成に向け、市内小・中学校
における英語教育の充実を図る。君
津市英語教育構想に基づき、授業改
善、教材開発、行事の企画・運営に
加え、外国人講師の配置や国際化推
進コーディネーターの派遣等も推進
する。

教育部
学校教育課

グローバル人材を育成する
ため、国際教育の視点を
持った取り組みを進め、
小・中イングリッシュ・デ
イ・キャンプで生きた英語
にふれる機会とする。ま
た、中学校では君津市英検
でコミュニケーションの基
礎となる語彙力の育成を行
う。小学校では授業に活用
できる情報を収集し、丁寧
に発信して授業力の向上を
図っていく。

中学校イングリッシュ・デ
イ・キャンプは43名、今年度
から始まった小学生のデイ・
キャンプは参加者が69名で
あった。多くの児童生徒がア
クティビティを通して生きた
英語に触れることができた。
中学校の君津市版英語検定の
取得率は74％となり、各校の
基礎学力の向上に向けた取り
組みが定着している。小学校
英語の教科化に向けて作成し
た君津市版年間計画を各小学
校が活用して授業を行った。

イングリッシュ・デイ・キャン
プ等で体験的な活動を通して外
国の人や文化に触れ、国際感覚
の育成が図れている。また、英
語教育の充実の視点として、英
語教育推進委員で行っている年
間計画の作成や君津市版英語検
定への継続的な取組みが授業改
善や英語力の向上に寄与するも
のとなっている。今後もそれぞ
れの取組を見直しを図りながら
継続をしていくことで、英語教
育の充実を図っていく。

Ａ

グローバル人材を育成する
ため、国際教育の視点を取
り入れた取組を進める。中
学校イングリッシュ・デ
イ・キャンプでは、午後の
英語コンテストで双方向の
コミュニケーションを意識
して取組みを行い、高い英
語活用能力の育成を目指
す。さらに、新指導要領の
実施にともない、小学校・
中学校の授業改善が重要と
なるため、教員研修を３年
計画で行う。一年目の今年
度は導入や英語での授業を
充実させ、校内で共有して
もらうことで授業力の向上
を目指す。

国際教育の視点を持った事業
として、中学校イングリッ
シュ・デイ・キャンプでは英
語コンテストにおいて、1年生
においても聞き手から積極的
に質問が出るなど、コミュニ
ケーション能力の向上、英語
を活用する能力の向上が見ら
れる。
また、小学校・中学校の教員
研修を実施することができ
た。特に中学校に向けては、
多くの参加者があり、質の高
い研修を行えた。今後の授業
改善につながっていくと考え
ている。

新しい時代に必要となる資質
能力の育成の観点から、国際
教育の視点の事業を継続的に
進めていくことができてい
る。今後も市の取組としての
イングリッシュデイキャンプ
等で児童生徒の主体性や外国
語の活用能力を育成すると同
時に、英語活用の基礎となる
学校教育の充実のための支援
を継続的に行っていく必要が
ある。

Ａ

63 60
体力向上
プロジェクト推進
事業

児童生徒の生きる力の根底をなす丈
夫で強い心と体を育成するため、健
康の保持・増進を図り、基礎体力の
向上を目指すとともに指導者の指導
技術向上を図る。

教育部
体育振興課

○千葉県運動能力証合格率
　・小学校　５０％
　・中学校　４０％
○体力向上プロジェクト委
員会
　年３回の開催
○市内小中学校体育研修会
　年１回開催
○運動マスター、爽走プラ
ンの活
　用

○千葉県運動能力証合格率
　・小学校　４８．１％
　・中学校　３４．８％
　体力向上プロジェクト委員
会を年３回実施し、児童生徒
の体力向上を目指す取組につ
いて検討した。小学校実技講
習会は台風により中止となっ
たが、既存の資料の有効活用
のための検討を行い、柔軟性
や痛みといった自己の体の状
態について理解を深められる
資料を作成した。

年３回の体力向上プロジェクト
委員会を中心に、児童生徒の体
力向上と教師の指導力向上を
図った。運動能力証合格率は、
前年度より小学校0.5ポイン
ト、中学校2.0ポイント下がっ
てしまったが、児童生徒の体力
の状況は、小学校は県内１位、
中学校は県内１１位と上位に位
置することができた。

Ｂ

○千葉県運動能力証合格率
　・小学校　５０％
　・中学校　４０％
○体力向上プロジェクト委
員会
　年３回の開催
○市内小学校体育研修会
　年１回開催
○運動マスター、爽走プラ
ンの活
　用

・体力向上プロジェクト委員
会実施
　→年間３回小中学生の体力
分析及び対策の協議
・市内小学校体育研修会の実
施
　→授業や体育行事の運営方
法や実技指導のための実技研
修を実施
・運動マスター、爽走プラン
の活用を校長会議等で呼びか
けた
・千葉県運動能力証合格率
　　小学校　40.3％
　　中学校　32.7％

児童生徒の体力向上に向けた
取組を実施してきてが、千葉
県運動能力証合格率は目標値
達成できていない。体育学習
の流れの中で取り組める内容
を、体力向上プロジェクト委
員会で作成し広めていく。

Ｂ

64 61
道徳・人権教育推
進事業

自他の命を大切にし、豊かな人間関
係を築くために、道徳・人権教育を
発達段階に応じて計画的に行う。ま
た、学校・家庭・地域が連携して、
地域の実態に即し、家庭・地域に開
かれた実践を行う。児童会や生徒会
を中心に、「いじめ撲滅運動」や
「いのちを大切にするキャンペー
ン」等の活動を推進する。

教育部
学校教育課

保護者や地域に向けた道徳
の授業公開を、１学級１実
践していく。（目標値を
90%）「特別の教科 道徳」
の円滑な実施に向けて、市
の主催研修等で指導法や評
価の仕方等の内容を扱い、
各学校に情報提供を行う。

道徳の授業を、保護者や地域
に公開する実施率は目標値
90%に対し、小学校95.5%、中
学校98.7%）であった。「特
別の教科 道徳」の円滑な実
施に向けて、市の主催研修を
行い、情報提供を行った。
6/1・・・君津市道徳教育推
進教師研修会実施、各校道徳
教育担当者が出席。
8/10・・・夏季道徳研修会実
施、市内教員４９名参加。

道徳の授業公開は、目標値を上
回ることができた。「特別の教
科　道徳」の実施にあたり、教
員一人一人の意識が高まってき
ていると感じる。中学校では各
学校の生徒会が主体となって、
OMOIYARI運動が継続した取組と
して実施され、いじめ防止や仲
間作り等の活動を推進した。

Ａ

保護者や地域に向けた道徳
の授業公開を、１学級１実
践していく。（目標値を
100%）「特別の教科 道徳」
が各学校で円滑に実施され
るよう、市の主催研修等で
情報提供を行う。

保護者や地域に向けた道徳の
授業公開は、小学校で100％、
中学校で98.6％であった。
「特別の教科 道徳」の評価の
記載内容について各学校で資
料を共有できるようにした

全国学力・学習状況調査の結
果をもとに本市の課題と課題
解決に向けた取組案を提案し
た。取組の柱を「授業改善」
「家庭学習の充実」と明確化
し、各学校の取組を活性でき
るようにした。

Ａ

65 62 学力向上推進事業

「確かな学力」を身に付けた君津っ
子の育成のため、学力向上推進委員
会の設置、学力向上担当者会議の開
催を通して、指導方法の改善や今日
的な課題解消に向けた提言、取り組
みを推進する。 教育部

学校教育課

「わかる授業、魅力ある授
業」に向けて、全国学力・
学習状況調査の結果を活用
するとともに、「君津市の
授業」を活用して授業改善
を図る。学力向上推進委員
会を中心として、児童生徒
の課題から授業改善につな
がる資料を作成する。各学
年の目安時間家庭学習に取
り組めるよう継続的な指導
を行う。

全国学力・学習状況調査の結
果分析から、授業で学習課題
をつかませるための実践事例
集を作成し、市内小・中学校
に配付した。また、授業改善
に向け「君津市の授業モデ
ル」リーフレットを作成し、
各学校に配付した。学力向上
担当者会議を実施し、家庭学
習に役立つ教材の紹介をし
た。

家庭学習の定着に向けて継続的
に指導を行う教員は、94.3％と
なり、家庭学習に取り組む児童
生徒の育成につながった。ま
た、90.4%の教員が「君津市の
授業」で示した８つのポイント
を意識して授業を行っていると
回答しており、授業改善への意
識を高めることができた。

Ａ

「わかる授業、魅力ある授
業」に向けて、全国学力・
学習状況調査の結果を有効
活用する。各学校の学力向
上に向けた取組をＰＤＣＡ
サイクルの手法を取り入れ
活性化できるように、学力
向上推進委員会を中心とし
て、情報提供を行ってい
く。

学力向上推進委員会を設置
し、学力の課題や各学校の取
組について協議を行い、作成
した資料を学力向上担当者会
議で各学校に情報提供を行っ
た。

全国学力・学習状況調査の結
果をもとに本市の課題と課題
解決に向けた取組案を提案し
た。取組の柱を「授業改善」
「家庭学習の充実」と明確化
し、各学校の取組を活性でき
るようにした。 Ａ
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66 63
自然体験学習推進
事業

児童生徒の生きる力を育むために、
自然体験活動などの豊かな体験を通
した道徳性の育成を図ることがさら
に重要となっている。本市では平成
２０年度より、市内の自然を活用し
た自然体験学習を推進し、君津市で
生まれ育った子どもたちに、ふるさ
と君津の継承者としての自覚と誇り
を持たせるための事業として年々拡
大してきた。今後も効果を検証しな
がら、学校のニーズやねらいに応じ
た自然体験学習のあり方を検討し、
推進する。

教育部
学校教育課

小・中学校の９カ年におい
て、山歩きや川体験などの
自然体験学習を通して、ふ
るさと君津の素晴らしさを
実感させ、郷土を愛する心
を育む。また学校のニーズ
にあったプログラムの開発
を行う。小学校において
は、君津市教育委員会のプ
ログラムを実施し、中学校
においては、各学校の実情
にあった活動を行ってい
く。

中学校においては、各学校の
実情を考え、本年度より希望
制とした。小学校全１７校、
中学校１校が実施した。各学
校担当者と綿密な連絡を行
い、仲間作りプログラムや、
山歩きができない児童への個
別対応等、学校のニーズに
あったプログラムが開発でき
た。また、参加校会議や職員
現地視察を行い、自然体験学
習の効果やねらい、指導法な
どを広めることができた。

参加児童のアンケートから「ま
た自然体験学習をしてみたい」
と回答した児童が96%、「前よ
りも君津市が好きになった」と
回答した児童が92%と、ふるさ
と君津の良さにふれ、高い満足
度を得られる体験活動になって
いる。 Ａ

小・中学校の９カ年におい
て、山歩きや川体験などの
自然体験学習を通して、ふ
るさと君津の素晴らしさを
実感させ、郷土を愛する心
を育む。また学校のニーズ
にあったプログラムの開発
を行う。小学校において
は、君津市教育委員会のプ
ログラムを実施し、中学校
においては、各学校の実情
にあった活動を行ってい
く。

小学校においては各学校の
ニーズにあった自然体験学習
のプログラムを作成し、実施
できた。中学校においては希
望校がなく実施しなかった。

市内の小学校の児童に、山登
り、川学習及び火起こし等の
自然学習を通して、ふるさと
君津の素晴らしさを実感させ
ることができた。また、郷土
を愛する心を育むことができ
た

Ａ

67 64 学校給食運営事業

安全で安心、おいしい給食の提供が
できる施設を建設し、学校給食を活
用した食育の拠点となるように管理
運営を行う。 教育部

学校教育課

新調理場建設工事、及び調
理場運営業務委託契約を完
了し、新年度から新調理場
での給食を開始するため準
備を行う。

調理場建設は完成し、平成31
年1月末に引渡しされた。調
理等委託業者選定も平成30年
8月に委託契約が完了した。

調理場建設や委託業者選定以外
にも、学校現場に混乱が生じな
いよう学校シミュレーション等
を行った。

Ａ

新たな調理場から安全安心
な給食の提供が安定的にで
きるよう適性に管理を行
う。

平成３１年４月から供用を開
始した学校給食共同調理場に
おいて、年間１７０回、延べ
９９万６千９２２食を配食
し、地産地消を推進するとと
もに、安全・安心で、おいし
い給食の提供に努めた。

新しい調理場において安全安
心な給食を、安定的に提供す
るという目標を達成すること
ができた。

Ａ

(2)　児童の健全育成

68 65

放課後児童クラブ
等の運営支援の
充実
（放課後児童健全
育成事業の充実）

保護者が労働等により昼間自宅にい
ない家庭の小学校児童を対象とし
て、授業終了後の遊び、生活の場を
提供する事業。現在、１５か所で実
施している放課後児童クラブに対
し、運営費、家賃の一部を補助して
いる。引き続き、運営費等の補助を
行うとともに、施設等の環境整備や
受入児童数の拡大、支援員の資質向
上のための研修等を支援する。

保健福祉部
子育て支援課

運営費及び家賃の一部を補
助し、クラブ運営の支援を
行う。また、クラブ統合に
伴い平成30年度からクラブ
数が14になるが、支援単位
が増やすクラブもあるた
め、受入児童数に影響がな
いように目標数を700人とす
る。

運営費及び家賃の一部を補助
した。
クラブ数：14
補助金額：58,478,000円

受入児童数
通年：450
長休：117
随時：129
合計：696

補助基準額を改正（増額）し、
クラブの運営支援を図った。
また、学童保育連絡協議会を開
催し、連携を図った。
その結果、目標の受け入れ児童
数を概ね達成できた。 Ｂ

運営費及び家賃の一部を補
助し、クラブ運営の支援を
行う。受入児童数の目標を
700人とする。

運営費及び家賃の一部を補助
した。
クラブ数：14
補助金額：63,326,426円

受入児童数
通年：485
長休：122
随時：111
合計：718

補助基準額を改正（増額）
し、クラブの運営支援を図っ
た。
また、新型コロナウイルス感
染症対策を図るための経費を
補助した。
連絡協議会は、コロナの影響
により開催できなかったが、
目標の受け入れ児童数は達成
できた。

Ａ

69 66
放課後こども教室
事業

放課後や週末などに小学校の余裕教
室等を活用して、子どもたちの安
全・安心な活動拠点（居場所）を設
け、地域住民の参画により勉強やス
ポーツ、文化活動、その他様々な体
験・交流活動などを展開する。

教育部
生涯学習文化

課

「やえっ子ひろば」を継続
して実施し、地域へ活動の
周知を図る。
協力サポーター５名以上の
増員を目指し、運営の安定
化と自立に向けての支援を
行う。

年度内で計8回を実施、小学
１～３年生までの児童生徒49
名が参加した。協力サポー
ター14名が見守り、安全に配
慮しながら学習や工作等の体
験活動をおこなった。

参加児童の半数以上がリピート
参加であり、事後アンケートか
らも活動への満足度がうかがえ
た。地元企業連携事業としてか
ずさマジックの野球体験を実
施。広報への掲載を通じ地域へ
の周知を図ることができた。

Ａ

「やえっ子ひろば」の継続
実施。
ボランティア体制の安定化
と、中心的に運営を担う
コーディネーター2名体制の
育成を進める。

年間8回実施し、１～３年生ま
で63名が参加した。
スタッフ15名が見守り、安全
に配慮しながら学習や工作等
の体験活動を行った。

毎回コーディネーター2名を中
心に10名以上のボランティア
の安定的な協力が得られた。
参加児童と保護者に実施した
アンケート結果からも、満足
度の高さが伺えた。

Ａ

70 67
キャリア教育推進
事業

子ども一人一人が「生きる力」を身
に付け、しっかりした勤労観・職業
観の形成をめざし、学年や小・中学
校が連携した発達段階に応じた系統
的な計画を確立する。また、家庭・
地域、地域の産業界の協力体制の構
築を図る。

教育部
学校教育課

各校で系統的なキャリア教
育を実現するために、「基
礎的・汎用的能力育成シー
ト」を見直し、全職員で共
有する。また、近隣の高校
や地元産業と連携すること
で、地域の特色を活かした
キャリア教育を推進する。

２月にキャリア教育担当者会
議を開催し、各学校の事例に
ついて共有することができ
た。また、各学校の特色ある
キャリア教育の実践事例をま
とめた。

特色あるキャリア教育を各学校
で実践し、担当者会議を開催
し、その事例を共有することが
できた。今後は、各学校間、学
年間で系統的なキャリア教育を
進めるために、基礎的・汎用的
能力育成シートの見直しを行う
必要がある。

Ｂ

地元産業と連携し、地域の
特色を活かしたキャリア教
育を推進する。また、各校
で系統的なキャリア教育を
実現するために、「基礎
的・汎用的能力育成シー
ト」を見直し、作成する。

地元産業と連携し、キャリア
教育を推進することができ
た。また、「基礎的・汎用的
能力育成シート」を見直し、
作成することができた。さら
に「キャリア・パスポート」
の作成について推進すること
ができた。

子どもたちが将来を見据える
ことができるようにするた
め、地域の特色を活かした
キャリア教育を推進すること
ができた。 Ａ

71 68
子どもの読書活動
推進事業

子どもたちが読書を身近なものとし
て親しみ自由に楽しめるよう、各場
面・各年代に応じた取り組みを行う
とともに、読書活動を支える関係機
関等の連携の強化と読書環境の充実
を図り、子どもの読書活動を推進す
る。

教育部
生涯学習文化

課

「第三次君津市子ども読書
活動推進計画」をもとに、
ブックスタート事業の継
続、図書館利用の推進、読
書月間の取り組みを行う機
関の３機関以上の増加を目
指す。

・「第三次君津市子ども読書
活動推進計画」に基づく事業
の実施
・ブックスタート参加者：
99.8％
・読書月間取り組み機関：60
機関
（平成29年度58機関）

ブックスタート参加率は高水準
を維持している。読書月間に取
り組む機関を増やすことができ
た。

Ａ

「第三次君津市子ども読書
活動推進計画」をもとに、
各事業を継続実施。ブック
スタート事業の継続、図書
館利用の推進、読書月間の
取り組みを行う機関の増加
を目指す。

計画に基づく各種事業の実
施。

ブックスタート参加率：
99.6％
読書月間取り組み機関：60機
関
（平成30年度60機関）

ブックスタート参加率は高水
準を維持している。
読書月間に取り組む機関は１
増やすことができた。※学校
統合により１減 Ａ

72 68
子どもの読書活動
推進事業

子どもたちが読書を身近なものとし
て親しみ自由に楽しめるよう、各場
面・各年代に応じた取り組みを行う
とともに、読書活動を支える関係機
関等の連携の強化と読書環境の充実
を図り、子どもの読書活動を推進す
る。

教育機関
中央図書館

幼児～高校生が参加できる
取組を実施し、関係機関と
も連携しながら子どもの読
書推進を図る。

学校等と協力し、小学校～高
校生が参加できるイベントを
実施。また、調べ学習にも役
立つデータベース活用講座を
行った。
図書館利用の啓発のため、開
館時間延長（試行）につい
て、市内各高等学校へ周知し
た。

イベントの実施をとおして、幼
児から高校生の読書推進に寄与
した。また、開館時間の延長や
周知により、多くの高校生が来
館する様子が見られた。 Ａ

小さな子ども連れの家族も
気兼ねなく図書館に来館で
きるイベントを実施し、幼
少期から図書館の本に触
れ、読書に親しめる環境づ
くりに努める。

乳幼児およびその家族を対象
とした夏休みイベントとして
「ちゃいるどたいむ」を実
施。
８月８日　来館者１６８名
８月２２日来館者１６８名

来館者アンケートからは「安
心して過ごせた」等好意的な
声が挙げられた。一方でイベ
ントに対する認知度の低さも
見られ、周知方法が課題と
なった。

Ａ
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73 68
子どもの読書活動
推進事業

子どもたちが読書を身近なものとし
て親しみ自由に楽しめるよう、各場
面・各年代に応じた取り組みを行う
とともに、読書活動を支える関係機
関等の連携の強化と読書環境の充実
を図り、子どもの読書活動を推進す
る。

教育部
学校教育課

読書の好きな子どもの割合

小学校６年生　８５．０％
中学校３年生　７６．０％

学校図書館から一人あたりの
年間貸し出し冊数は、小学校
55.9冊、中学校6.4冊であっ
た。各学校で設定した読書月
間の活動では、読書ビンゴや
図書委員会による読み聞かせ
など各学校で工夫した取組が
行われた。小学校は全国平均
を５．０冊上回った。

学校図書館からの一人あたりの
年間平均貸し出し冊数は、昨年
度よりも小学校、中学校ともに
増えた。また、全国学力・学習
状況調査の結果から「読書が好
き」と回答した児童生徒の割合
が、全国平均を上回り、各学校
での取組の成果が現れた。

Ｂ

読書のすきな子どもの割合

小学校5年生･･･８６．０％
中学校2年生･･･８０．０％

学校図書館から一人あたりの
年間貸し出し冊数は、小学校
57.9冊、中学校5.9冊であっ
た。各学校で設定した読書月
間の活動では、読書ビンゴや
読み聞かせなど各学校で工夫
した取り組みを行った。

学校図書館からの一人あたり
の年間貸し出し冊数は昨年度
より小学校において増えた。
全国学力学習状況調査の結果
から、「読書が好き」と回答
したのは、小学校５年生
84.9％、中学校２年生81.8％
であった。

Ｂ

74 69

育成したボラン
ティアとの協働で
の児童サービスの
実施

要望に応じた出張おはなし会等を推
進し、児童サービスの拡大を図る。 教育機関

中央図書館

「子どもがはじめて本に出
会うための事業」にたずさ
わる読み聞かせボランティ
アの募集・育成を行う。

読み聞かせボランティアの募
集・養成を実施し、５名が新
規ボランティアとして活動を
開始した。

新規養成講座を予定通り実施
し、ボランティアの増員を達成
した。 Ａ

新規ボランティアの継続的
な活動に資するため、実践
的なスキルアップ研修会を
行う。

・３月１２日　スキルアップ
研修会（感染症対策に伴う臨
時休館により中止）

予定していた研修会が中止と
なったため、スキルアップの
機会を持つことができなかっ
た。

Ｄ

75 70
青少年健全育成支
援事業

学校・家庭・地域が一体となり、子
どもたちを「地域全体で守ろう」と
いう意識の高揚を図り、子どもたち
が安全で、安心して過ごすための環
境づくりを継続する。
また、「子ども１１０番の家」の協
力者の充実を図り、青少年健全育成
団体との連携を密にし、全市的取り
組みを推進する。

教育部
生涯学習文化

課

地域の「子ども110番の家」
設置状況について把握を
し、適切な設置を推進す
る。また、青少年の健全育
成に関する情報提供、研修
会の開催など、継続的に支
援を行う。

子ども110番の家を1,328箇所
（R1.6末時点）に設置した。
また、効果的な設置のため、
子ども110番の家設置状況調
査を行った。

子ども110番の家設置数につい
て、適切な設置の把握に努める
ことができた。また、合同研修
会を実施し、地域の現状につい
て情報を共有するとともに、家
庭・地域・学校の相互の連携を
深めることができた。

Ａ

地域の「子ども110番の家」
設置状況について把握をす
る。
統合を行う地区について
は、青少年健全育成団体や
学校との連携を密にし、適
切な設置を推進する。

子ども110番の家の件数につい
ては、微減であった。(H30：
1328件→R1：1301件）

件数の減少はあるが、より実
効性の高いものになるよう、
適切な設置をしており、各地
区努力をしている成果でもあ
る。

Ａ

4 子どもが安心安全に育つまちづくり

(1)　子どもの安全確保

76 72
学校と地域の連携
の取組強化

青少年健全育成協議会や学校評議員
制度等を活用し、学校と地域が連携
し、情報の共有化を図り、ＰＴＡや
学校警察連絡委員会を中心とした諸
活動の支援を行う。
青少年健全育成のため、地域で子ど
もたちを育てる活動を実施する。

教育部
生涯学習文化

課

11地区の青少年健全協議会
等の活動を通じて、地域の
連携をめざす。
学校再編に伴い、影響を受
ける地区については、適切
な支援に努める。

定期総会、教育講演会、相撲
大会、情報交換会、理事会等
に出席し、指導・助言、情報
提供に努めた。

各総会、講演会等の出席を通じ
て、青少年健全育成のための活
動について支援を行なった。
学校再編を受ける地区について
は、積極的な情報共有等の支援
を行った。

Ａ

11地区の青少年健全協議会
等の活動を通じて、地域の
連携をめざす。
学校再編に伴い、影響を受
ける地区については、適切
な支援に努める。

定期総会、教育講演会、情報
交換会等に出席し、指導・助
言、情報提供に努めた。
学校統合地区において青少年
健全育成連協をどのようにし
ていくか、相談に応じながら
協議を行った。

各協議会行事への出席を通じ
て、連携を取ることができ
た。
学校統合後の協議会について
も、縮小するが存続していく
方向性を見いだせたことは一
つの成果だった。

Ａ

77 72
学校と地域の連携
の取組強化

青少年健全育成協議会や学校評議員
制度等を活用し、学校と地域が連携
し、情報の共有化を図り、ＰＴＡや
学校警察連絡委員会を中心とした諸
活動の支援を行う。
青少年健全育成のため、地域で子ど
もたちを育てる活動を実施する。

教育部
学校教育課

学校、地域住民、社会教育
などの関係団体との連携を
深め、保護者・地域の方が
教育活動への協力・参加を
推進するために、研修機会
の提供や、求めに応じて助
言・協力等を行う。

学校評議員、学校運営協議会
や青少年健全育成関連団体、
ＰＴＡ、青少年相談員などと
の連携を図ることができ、各
種行事等への支援を行った。

すべての小中学校で学校評議員
会または、学校運営協議会を定
期的に実施した。また11中学校
区の青少年健全育成協議会にお
いて、青少年を健全に育てるパ
トロール等などを行った。学校
と関係団体と連携を密にし、子
ども達の育成支援することがで
きた。

Ａ

学校、地域住民、社会教育
などの関係団体との連携を
深め、保護者・地域の方が
教育活動への協力・参加を
推進するために、研修機会
の提供や、求めに応じて助
言・協力等を行う。

学校評議員、学校運営員会や
青少年健全育成関連団体、
PTA、青少年相談員などと連携
を図ることができ、各種行事
等への支援を行った。

すべての小中学校で、学校評
議員会または、学校運営協議
会を定期的に実施した。また
10中学校区の青少年健全育成
協議会において、青少年を健
全に育てるパトロール等など
を行った。

Ａ

78 73
防犯パトロールの
推進

夏休み等に自治会、防犯協会、青少
年相談員等と連携して防犯パトロー
ルを実施する。
青少年健全育成のため、地域で子ど
もたちを育てる活動を実施する。

教育部
生涯学習文化

課

青少年相談員と青少年健全
育成協議会と連携して、防
犯パトロールを実施し、引
き続き青少年の安全対策を
図る。

11地区青少年健全育成協議会
及び青少年相談員連協におい
て、青少年を健全に育てるパ
トロール等の取り組みを実施
した。

青少年の安全対策を図ることが
できた。

Ａ

青少年健全育成協議会や青
少年相談員連協で防犯パト
ロールを実施し、引き続き
青少年の安全対策を図る。
また、今後の学校統合に伴
い、防犯パトロールのあり
方について検討を進めてい
く。

１１地区青少年健全育成協議
会及び青少年相談員連協にお
いて、青少年を健全に育てる
パトロール等の取り組みを実
施した。

青少年の安全対策を図ること
ができた。

Ａ
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79 74 防災意識の啓発

自主防災会や自治会等主催の防災訓
練や防災講座に自主的に参加する意
識を高め、「自分の命は自分で守
る」という「自助」と身近な地域で
の交流の中での「自分たちの町は自
分で守る」という「共助」の意識を
育み、防災意識の啓発を行う。
　また、保育園、幼稚園、及び子育
てサークル等の要請により、防災講
座を実施し、参加している児童、園
児、及びその保護者の防災意識の高
揚を図る。

総務部
危機管理課

自主防災会や自治会主催の
防災訓練、防災講座への参
加を促し、防災意識の啓
発・向上を図る。また、引
き続き「園児を持つ保護者
向け防災講演会」を開催
し、園児やその保護者等へ
の防災意識の向上にも努め
る。
新規事業で災害対策コー
ディネーター養成講座を開
催し、子育て世代にも周知
を図り災害対策コーディ
ネーターの養成を促進す
る。

●防災訓練‥１０回
●防災講座‥１５回
●防災講演会‥２回
●災害対策コーディネー
ター：５０人

自主防災会、自治会主催の防
災訓練を行った。また、講師
を招いて「園児を持つ保護者
向け防災講演会」を開催し
た。また、地域と行政、ボラ
ンティア組織等との連絡調整
を担う、災害対策コーディ
ネーターの養成を行った。
●防災訓練・・ 10回
●防災講座・・ 23回
●防災講演会・・2回
●災害コーディネーター養
成・30人

防災訓練、防災講座について
は、目標回数を達成し、防災知
識の普及啓発を行うことができ
た。また、防災講演会では、日
頃の備えの重要性を認識し、災
害時に子どもを守るための心得
等の防災意識の啓発・向上を
行った。
災害対策コーディネーター養成
講座については、コーディネー
ターとして登録できる条件を満
たす受講者が30名しかおらず、
目標数を達成することができな
かった。

Ｂ

自主防災会・自治会主催の
防災訓錬や防災講座に防災
クイズなどを取り入れ、子
供の参加を促し、また昨年
度に引き続き「園児を持つ
保護者向け防災講演会」を
開催し、児童及びその保護
者へ防災知識の普及や意識
の向上に努める。さらに
「災害対策コーディネー
ター養成講座」を開催し、
地域の防災リーダーを育
み、「自助」「共助」につ
いて、防災意識の啓発を行
う。

自主防災会や自治会等が主催
する防災訓練や防災講座等に
おいて、講演を行う等、支援
を行った。
また、講師を招いて「園児を
持つ保護者向け防災講演会」
を開催した。

●防災訓練（自治会等）7回
●防災講座（自治会等）17回
●防災講演会（保護者等）1回
●災害対策コーディネーター
養成数　　　 0人

防災訓練、防災講座等につい
ては、台風災害や新型コロナ
ウイルス感染症の影響によ
り、例年に比して回数が減少
したものの、大幅な減少とは
なっておらず、一定程度の成
果を残すことができた。
「園児を持つ保護者向け防災
講演会」については、参加者
から高い評価を得ており、防
災知識の普及や防災意識の向
上につながったと考える。
なお、災害対策コーディネー
ター養成講座については、災
害対応を優先し、中止とした
ため、新たにコーディネー
ターを要請することはできな
かった。

Ｂ

80 75 防災教育推進事業

児童生徒の発達段階に応じて、計画
的・継続的に行い、児童生徒自身が
危険を予測し、回避する力を身につ
けさせるとともに、教職員の資質向
上と危機管理マニュアルの作成及び
家庭・地域との連携を図り、安心し
て安全に学び生活できる学校づくり
を推進する。

教育部
学校教育課

児童生徒の発達段階に応じ
た防災教育を推進し、児童
生徒自身が危険を予測し、
回避する力を身につけさせ
る。また、市民生活課、危
機管理課、君津警察署等と
連携を図り、防災教育の推
進を図る。

全小中学校において危機管理
マニュアルを実態に応じて見
直しを図り、様々な状況を想
定した避難訓練を実施した。
また、関係機関と連携し、ﾌﾞ
ﾛｯｸ塀等の危険箇所の把握と
注意喚起を行った。

教育活動全体を通して自然災害
に関する知識を身に付け、主体
的な行動がとれるよう防災教育
を実施した。また登下校時の危
険箇所に対する点検や注意喚起
を通じて、危険を回避する力の
育成を図った。

Ａ

児童生徒の発達段階に応じ
た防災教育を推進し、児童
生徒自身が危険を予測し、
回避する力を身につけさせ
る。また、市民生活課、危
機管理課、君津警察署等と
連携を図り、防災教育の推
進を図る。

全小中学校において危機管理
マニュアルを実態に応じて見
直すとともに、様々な状況を
想定した避難訓練を実施し
た。
また、関係機関と連携し、通
学路等の危険箇所の把握と注
意喚起を行った。

教育活動全体を通して自然災
害に関する知識を身に付け、
主体的な行動がとれるよう防
災教育を実施した。また登下
校時の危険箇所に対する点検
や注意喚起を通じて、危険を
回避する力の育成を図った。

Ａ

(2)　児童虐待防止対策の充実

81 76
子どもを守る地域
ネットワーク

児童相談所や警察署などの関係機関
と連携し、迅速かつ適切に対応する
ために子どもを守る地域ネットワー
クを設置し、児童虐待の発生予防か
ら早期発見・早期対応を図る。
関係機関の情報共有及び児童虐待の
防止、早期発見を図るため定期的に
会議を開催する。

保健福祉部
子育て支援課
（こども家庭

相談室）

引き続き、関係機関との定
期的な会議を持ち、情報の
共有、連携強化を図り児童
虐待を予防する。
必要に応じて個別支援会議
を開催し、必要な支援につ
なげる。前年並みの年30回
の開催を目安とする。

子どもを守る地域ネットワー
ク
・代表者会議　７月９日開催
　委嘱状交付、市内状況報
告、虐待防止への取組みにつ
いての協議、児童相談所長に
よる講演
・実務者会議　12回開催
・個別支援会議　33回開催

児童虐待件数が全国的に増える
中、関係機関との連携を密にす
ることで、重篤なケースにも適
切な対応、支援ができた。
個別支援会議についても適宜、
必要に応じて開催することがで
きた。

Ａ

関係機関との定期的な会議
を持ち、情報の共有、連携
強化を図り児童虐待を予防
する。
必要に応じて個別支援会議
を開催し、必要な支援につ
なげる。前年並みの年30回
の開催を目安とする。

子どもを守る地域ネットワー
ク
・代表者会議　7月18日開催
　委嘱状交付、市内状況報
告、虐待防止への取組みにつ
いての協議、児童相談所長に
よる講演
・実務者会議　　12回開催
・個別支援会議　50回開催

児童虐待件数が全国的に増え
る中、関係機関との連携し、
ケース対応を検討することで
適切な支援を行えた。
また、必要に応じ、個別支援
会議実施することで、より具
体的な支援を行えた。

Ａ

82 77 養育支援訪問事業

養育支援が特に必要な家庭に対し
て、その居宅を訪問し、養育に関す
る指導・助言等を行うことにより、
当該家庭の適切な養育の実施を確保
する。

保健福祉部
子育て支援課
（こども家庭

相談室）

引き続き支援の必要な家庭
が、早期に発見できるよ
う、関係機関との連携に努
めるとともに専門的助言が
できる体制を整える。

・家庭訪問　延べ787件 保育園や学校からの紹介によ
り、早期から支援することがで
きた。
社会福祉士の配置により、専門
性を活かした助言ができる様に
なった。

Ａ

支援の必要な家庭が早期に
発見できるよう、関係機関
との連携に努めるとともに
専門的助言ができる体制の
拡充を図る。

・家庭訪問　延べ710件 保育園や学校からの情報共有
により、早期から支援するこ
とができた。保健師や社会福
祉士などの専門性を活かした
助言や子育て支援推進員によ
る家庭支援を行えた。

Ａ
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